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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２６年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、６月１３日に告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。 

 その内容はお手元に配付の議事日程のとおりであ

ります。 

 今期定例会の運営については、議会運営委員長か

ら６月２日及び６月１１日、議会運営委員会を開

き、会期及び日程等並びに今期定例会までに受理し

ました１２件の陳情、要望の取り扱いの結果報告が

ありました。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

１２件及び報告案件５件並びに議長からの報告案件

２件及び議員からの発議案４件であります。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査結果報告

書の提出がありました。 

 町長から今期定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申し出がありました。その資料と

して、行政報告とともに平成２６年度建設工事発注

状況を配付しましたので、参考に願います。 

 町の一般行政について、村上和子議員外２名の議

員から、一般質問の通告がありました。その要旨は

本日配付したところであり、先例により質問の順序

は通告を受理した順となります。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、お手元に

配付の議会の動向に掲載したところであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席しております。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ６番 徳 武 良 弘 君 

     ７番 中 村 有 秀 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１８日までの２

日間といたしたいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月１８日までの２日間

と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第２回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 この機会に、去る３月定例町議会以降における町

政執行の概要について御報告させていただきます。 

 初めに、本年度４月からの執行体制についてであ

りますが、職員数につきましては、昨年度中の定年

退職者など１１名の欠員に対しまして、看護師３名

と栄養士、建築士それぞれ１名を含む一般事務職６

名、さらには再任用職員として１名の採用を行い、

また、子ども・子育て担当課長の配置、保育士の職

務がえなどもあわせまして、昨年度当初から１名減

の１８５名による執行体制としたところでありま

す。 

 今後とも、町民皆様との協働のまちづくりを進め

るため、組織体制については見直しを加えながら、

業務の円滑な推進と体制の強化を図り、町民との信

頼関係のさらなる構築につなげてまいります。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、本年

度の春の叙勲では、４月２９日付の発令による危険

業務従事者叙勲におきまして、消防功労として１名
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が瑞宝双光章を、防衛功労として１名が瑞宝双光

章、３名が瑞宝単光章を受賞されました。 

 改めまして、受賞されました皆様の御功績に心か

ら敬意を表するものであります。 

 次に、予約型乗合タクシー運行事業についてであ

りますが、利用者のニーズに応じ、本年４月から土

曜日運行を開始したところであり、５月末までの土

曜日８日間で運行回数１０２回、延べ１５７人が利

用されている状況であります。 

 今後も利用者や運行事業者を初め、多くの方々か

ら御意見を賜りながら、円滑な事業実施とあわせ

て、さらに利便性の向上を目指した運行に努めてま

いります。 

 次に、地域防災計画についてでありますが、本年

３月に改訂作業を終えまして、３月２８日の上富良

野町防災会議において承認をいただいたところであ

ります。 

 完成いたしました地域防災計画につきましては、

情報提供コーナーなどを各所に配置し、行政ホーム

ページにおいても掲載しているところであります。 

 また、新たな地域防災計画に基づいた取り組みと

して、５月２３日、昭和６３年の噴火時に従事経験

のない職員を対象として十勝岳防災に関する職員研

修を実施したところであり、今後も地域防災計画に

基づいた地域防災の強化、向上に努めてまいりま

す。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、５月２

７日に北海道基地協議会総会が本町で開催されまし

た。 

 また、記念行事につきましても、５月２４日に北

部方面後方支援隊創隊記念行事、６月１５日には第

２師団及び旭川駐屯地創立記念行事が行われ、それ

ぞれ参加したところであります。 

 次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金についてでありますが、今春の転出者等への対

応も考慮して、申請書の受け付けを４月１日から開

始したところでありますが、先般、町民税の非課税

通知及び児童手当受給者の現況届けにあわせて、そ

れぞれ給付金の申請書を同封し、送付したところで

ありますので、今後、受け付けが集中することも予

想されることから、速やかな交付に向けて事務処理

を進めてまいります。 

 次に、中央保育所の民間移譲についてであります

が、３月３１日､北海道知事より保育所設置の認可

を受け、社会福祉法人わかば会による中央保育所の

運営がスタートしたところであります。 

 次に、本年度から新たに開始しました歯周疾患検

診事業についてでありますが、町内在住で本年度内

に４０、４５、５０、５５、６０歳に達する対象者

７２７人に対し、５月中旬に受診券を送付させてい

ただき、６月１日から町内の歯科医院において検診

を開始したところであります。 

 歯周病は、糖尿病や循環器疾患など、さまざまな

疾患との関連性が指摘されていることから、本事業

とあわせて本年度の特定健康診査においても歯科衛

生士による歯科保健指導の充実を図りながら、歯周

疾患の予防と歯の喪失を抑制し、健康で質の高い生

活に寄与するよう努めてまいります。 

 次に、町税等の徴収状況でありますが、例年どお

り管理職全員による滞納プロジェクトの臨戸訪問徴

収や夜間納税相談窓口の開設などに加え、滞納者に

対する差し押さえを執行し、徴収の強化を図ってま

いりました。 

 これらによりまして、平成２５年度の徴収率は滞

納繰越分を含め、町税で０.３％、国保税で２％向

上したところであり、滞納繰越額は前年対比で町税

２８２万５,０００円、国保税５１２万６,０００円

減少し、町税で１,８０５万１,０００円、国保税で

２,１５２万４,０００円となっております。 

 今後も納期内納税の啓発とさらなる収納率の向上

に努めてまいります。 

 次に、農作物の生育状況についてでありますが、

春先は順調に雪解けが進み、また好天にも恵まれた

ことから、耕起作業を初め、ほとんどの作物におい

て播種、移植作業が順調に推移しましたが、６月初

旬の高温と雨不足による影響が心配されました。 

 その後、降雨にも恵まれ、各作物においてはおお

むね順調に生育しておりますが、冷夏になるとの長

期予報も発表されていることから、今後の生育状況

を注視しつつ、農業関係機関相互の連絡をより密に

し、農業者の皆さんとともに豊穣の秋が迎えられる

よう努めてまいります。 

 次に、建設産業安全大会についてでありますが、

建設工事の繁忙期を迎えるに当たって、４月２４日

に建設業協会と商工会工業部会の共催により、従事

者約１５０名が集い開催されました。 

 大会では、交通事故や労働災害の防止を参加者全

員で確認し、誓ったところであります。 

 次に、ラベンダーハイツ給食業務の委託について

でありますが、４月から株式会社西川食品に委託を

開始したところであります。 

 これらに伴いまして、利用者に対する多彩なメ

ニューとさらなる安心・安全な食事の提供が図られ

るものと期待しております。 

 今後も、利用者側の視点に立った施設の運営改善

に努めてまいります。 

 次に、上富良野小学校の校舎改築についてであり

ますが、７月の完成に向けて順調に工事が進められ
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ており、現在は内装工事を中心として終盤の工事が

行われているところであります。 

 工事完成後は、児童の夏休み期間中に引っ越しを

行い、２学期を迎える８月から新たな校舎での学校

生活がスタートすることとなり、児童はもちろん、

町民の皆様も大きな期待をされておられることと思

います。 

 次に、上富良野高校の入学状況についてでありま

すが、今春の入学者数は地元の中学卒業者１６名を

含む２７名となり、昨年と比較し２名増加したとこ

ろであります。 

 また、昨年度から入学準備金の拡充と通学費や就

学支援金など、新たな支援策を図っているところで

あり、今後においても地域の皆さんの御理解と御協

力をいただき、地元高校の存続に努めてまいりま

す。 

 最後に、建設工事の発注状況についてですが、本

年度入札執行した建設工事は、６月１６日現在、件

数で８件、事業費総額で６,５９５万２,０００円と

なっております。 

 また、本年度発注予定の建設工事は４７件で、そ

の情報につきましては、４月１日付で公表したとこ

ろであります。 

 なお、お手元に平成２６年度建設工事発注状況を

配付いたしましたので、後ほど御高覧いただきたく

存じます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

より報告を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 議長のお許しをい

ただき、マスクのままで報告することを御了承賜り

たいと存じます。 

 監査及び例月現金出納検査結果について御報告い

たします。概要のみ申し上げますので、御了承を賜

りたいと存じます。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定期

監査を執行しましたので、同条第９項の規定によ

り、その結果を御報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査につ

いて、平成２６年４月１８日に病院の棚卸しを監査

の対象として、平成２５年度末にかかる貯蔵品調書

等関諸帳簿を検閲するとともに、貯蔵品の実施検査

を行いました。検査の結果、棚卸しはおおむね適性

に執行されていると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 

 車両検査について、平成２６年６月３日に、公用

車両の整備及び管理状況を監査の対象として、公用

車両７４台中６６台の車両の実地検査を行いまし

た。出張、現場等の公務により当日検査できなかっ

た車両８台については、６月９日に検査を行いまし

た。監査の結果、公用車両の整備及び管理の状況

は、おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１５ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を御報告いたします。 

 平成２５年度２月分から４月分及び平成２６年度

４月分について、概要並びに監査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも、各会計の出納の収支状況は別紙資料に示

すとおりであり、現金は適正に保管されていること

を認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、平成２５年

度分を１６ページに、平成２６年度分を１７ページ

に添付してございますので、参考としていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号議会

報告会開催結果報告について、報告を求めます。 

 議会運営委員長、今村辰義君。 

〇議会運営委員長（今村辰義君） それでは、１

ページ、おめくりください。 

 議会報告会開催結果について御報告申し上げま

す。 

 平成２５年第３回定例会において議決された議会

報告会について、次のとおり実施したので、その結

果を報告する。 

 平成２６年６月１１日。 
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 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 議会運営委員長、今村辰義。 

 記。 

 開催の目的。 

 上富良野町自治基本条例による議会の役割と責務

の趣旨に基づき、議会の監視機能や政策提言活動な

どの議会活動を町民に直接報告するため、昨年に引

き続き全議員による議会報告会を町内２カ所で開催

した。 

 開催日。 

 平成２５年１２月１３日。 

 会場及び参加人数。 

 ２会場、１８人。内訳については、御高覧くだ

い。 

 出席議員数。 

 １班７人、２班７人。 

 議会報告及び懇談内容等について御報告申し上げ

ます。 

 議会報告。 

 平成２５年第１回定例会から第４回定例会までの

主な議決事件について、担当議員により説明を行う

とともに質疑応答を行いました。 

 懇談。 

 町を元気にするために、議員定数と報酬につい

て、防災訓練について、ラベンダーハイツについ

て、町内の学校についての五つのテーマのほか、参

加された町民の方から自由に発言をいただき、懇談

を行いました。 

 まちづくり全般について、参加者から多くの意

見、質問が寄せられ、議員との懇談が図られた。 

 参加者からのアンケート調査を実施しました。 

 裏面をごらんください。 

 結果報告。 

 両会場で寄せられた意見などをまとめ、かみふら

の議会だよりで周知報告しました。 

 まとめであります。 

 今回の議会報告会も第３回報告会と同様、２部構

成として行い、第１部の定例会の説明では審議され

た議事について説明を行った。議会広報をもとにし

た説明では、詳細に踏み込めず具体的な説明を求め

る声も見られました。 

 また、第２部では、参加者と議会との直接的な懇

談の場を設けて、住民の質問に議員が答えるという

一方通行ではなく、住民からまちづくりの意見を聞

くという、相互の意見交換が図られました。 

 今後も引き続き幅広い住民の意見を聞きながら、

議会活性化とともに、住民に身近で開かれた議会を

目指していく。 

 今回の議会報告会において、住民から出された要

望等で重要なものについては、町長に書面で提出

し、今後の町政の参考とするよう求めました。 

 議員定数について、議会としての考え方を示すよ

う求める声があり、議会後のテーマとして検討を進

める必要がある。 

 回を重ねるごとに参加者の減少が見られ、町民が

より興味を持ちやすい議会報告会のテーマや参加し

やすい実施方法などについて検討する必要がある。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第６ 報告第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 報告第３号専決

処分の報告について（上富良野町税条例の一部を改

正する条例）の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ただいま上程いた

だきました、報告第３号専決処分の報告につきまし

て、御説明申し上げます。 

 国におけます平成２６年度の税制改正法案の成立

が平成２６年３月末になりますことから、３月定例

議会におきまして、上富良野町税条例等の一部を改

正する条例につきまして、町長の専決処分事項とし

て議決をいただきましたが、今年度につきましては

税制改正法案が３月２０日参議院におきまして可決

され、同法案が成立し、３月３１日公布されました

ので、直ちに改正条例の公布をする必要があるた

め、平成２６年４月１日に上富良野町税条例等の一

部を改正する条例の専決処分をいたしましたので、

御報告申し上げます。 

 この税制改正は、現下の経済情勢等を踏まえ、デ

フレ脱却と経済再生の観点から耐震改修が行われた

既存建築物にかかる固定資産税の減額措置の創設等

を行うとともに、税制抜本改革を着実に実施するた

めの法人住民税、法人税率の税率の引き下げ、軽自

動車税の税率の引き上げと震災からの復興を支援す

るための津波により被害を受けた土地及び家屋に係

る固定資産税の課税免除等の措置の延命と並びに税

負担軽減措置等の整理合理化等を行うものでありま

す。 

 今回の上富良野町税条例等の一部改正につきまし

て、その主な改正点を御説明申し上げます。 

 １点目は、軽四輪等の軽自動車税の標準税率の改

正に伴う引き上げであります。 
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 ２点目は、法人税割の標準税率及び制限税率の引

き下げであります。 

 ３点目は、固定資産税の税額の減額措置及び減額

措置等に我が町特例の導入するものであります。 

 国民健康保険制度の改正であります。 

 以上が、主な改正点であります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第３号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１０８条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、別紙のとお

り専決処分したので、同条第２項の規定により報告

する。 

 記。 

 処分事項。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例（別紙

のとおり）。 

 平成２６年４月１日。 

 上富良野町長向山富夫。 

 次の１ページをごらん願います。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 上富良野町税条例の一部改正。 

 第１条、上富良野町税条例の一部を次のように改

正する。 

 以下につきましては、条例の朗読を省略させてい

ただき、条を追って、その主な改正点のみの説明と

させていただきますので、御了承願いたいと思いま

す。 

 第２３条は、地方税法の改正により、外国法人の

恒久的施設が提起されたことに伴う、所要の規定の

整備であります。 

 第３３条は、地方税法の改正による規定の整備で

あります。 

 第３４条の４は、地方税法の改正により、法人税

割の標準税率及び制限税率が引き下げられたことに

伴う規定の整備であります。 

 第４８条、第５２条、第５７条及び第５９条は、

地方税法の改正による規定の整備であります。 

 第８２条は、軽自動車税の標準税率を引き上げす

るものであります。 

 附則第４条の２は、租税特別措置法の改正による

規定の整備であります。 

 次に、２ページをお開き願います。 

 附則第６条。 

 附則第６条の２、附則第６条の３は、単に課税標

準の計算細目を定めるものであることから、条例の

性格を踏まえ削除するものであります。 

 附則第７条の４は、地方税法の改正による規定の

整備であります。 

 附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得の課

税の特例について、適用期間を３年延長するもので

あります。 

 附則第１０条の２は、公害防止用設備、浸水防止

整備用設備、ノンフロン製品に係る課税標準の特例

措置への我が町特例の導入に伴う規定の整備であり

ます。 

 附則第１０条の３は、耐震改修が行われた要安全

確認計画記載建築物等に対する減額措置を創設する

ものであります。 

 附則第１６条は、初めての車両番号の指定を受け

てから、１３年を経過した３輪以上の軽自動車に対

する重課規定を申請するものであります。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 附則第１７条の２は、優良住宅の宅地造成等のた

めに土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

課税の特例について、適用期限を３年間延長するも

のであります。 

 附則第１９条、附則第１９条の２、附則第１９条

の３は、法改正に伴う規定の整備であります。 

 附則第２１条は、規定の整備及び一般社団法人等

に係る非課税措置を廃止するものであります。 

 附則第２１条の２は、法の改正による規定の整備

であります。 

 附則第２２条から第２３条を削るとあるのは、東

日本大震災に係る特例について、条例の性格を踏ま

え、必ず条例によって定めなければならないことと

されている事項を除き、条例に規定しないこととす

ることにするものであります。 

 附則第２４条及び附則第２５条は、規定の繰り上

げによるものです。 

 第２条関係であります。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例の一部改

正。 

 第２条、上富良野町税条例の一部を改正する条例

（平成２５年上富良野町税条例第２１号）を次のよ

うに改正する。 

 以下につきましても、条例の朗読を省略させてい

ただきますので、御了承願いたいと思います。 

 この改正は、地方税法改正による規定の整備であ

ります。 
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 ４ページをお開き願います。 

 改正附則第１条は、原則として施行日は平成２６

年４月１日から施行するもので、施行期日を別に定

めている項目については、その施行期日から施行す

るものです。 

 改正附則第２条は、町民税に関する経過措置につ

いて定めるものです。 

 ５ページをごらんいただきたいと思います。 

 改正附則第３条は、固定資産税に関する経過措置

について定めるものです。 

 改正附則第４条、改正附則第５条及び改正附則第

６条は、軽自動車税に関する経過措置について定め

るものです。 

 次に、６ページをお開き願います。 

 改正附則第７条関係であります。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部改正。 

 第７条、上富良野町国民健康保険税条例（昭和３

１年上富良野町条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

 以下につきましても、条例の朗読を省略させてい

ただきますので、御了承願いたいと思います。 

 第２条は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等

課税額に係る課税限度額を現行１４万円を１６万円

に、介護納付金課税額に係る課税限度額を現行１２

万円を１４万円に引き上げるものであります。 

 第１８条は、地方税法の改正による規定の整備で

あります。 

 第２３条は、国民健康保険税の減額措置に係る算

出方法を変更するものであります。 

 附則改正第８条は、平成２６年４月１日から施行

するものであります。 

 改正附則第９条は、新条例の規定は、平成２６年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用する

ものであります。 

 以上をもちまして、上富良野町税条例の一部を改

正する条例の専決処分についての報告といたしま

す。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し質疑

があれば賜ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第７ 報告第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 報告第４号専決

処分の報告について、車両事故に係る和解及び損害

賠償の額を定めることについての報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ただいま上程いた

だきました、報告第４号先決処分の報告につきまし

て、御説明申し上げます。 

 本件は、本年３月７日午後４時１０分ごろ、高齢

者の家庭訪問に向かうため、保健福祉総合センター

駐車場において、公用車をバックで発進、方向転換

しようとした際、同駐車場に駐車していた車両に接

触し、破損させたものであります。 

 事故当時の天候は吹雪で視界が悪かったこともあ

り、左右後方に注意を払いながらバック走行してお

りましたが、方向転換しようとハンドルを切ったと

ころ、右側後方に駐車していた車両に気づくのがお

くれ、同車両に接触したものであります。 

 この事故の処理に当たりましては、駐車場に駐車

していた車両への接触であり、町の過失が１００％

と決定し、車両の修繕費等過失相当額の１６万４,

３３５円を損害賠償することで、平成２６年４月９

日に専決処分を行ったところであります。 

 公用車の運転はもとより、職員には安全運転に対

する注意喚起を行ってきたところでありますが、結

果としてこのような事故を起こしてしまいましたこ

とを深くおわび申し上げます。 

 それでは、以下、議案の朗読をもって説明といた

します。 

 報告第４号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項。 

 車両事故に係る和解及び損害賠償の額を定める

件。 

 裏面をお開きください。 

 専決処分書。 

 町が運行する車両の事故に係る和解及び損害賠償

の額を定めることについて、地方自治法第１８０条

第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 平成２６年４月９日。 

 上富良野町長、向山富夫。 

 記。 

 １、和解の相手方。 

 （１）上富良野町●町●丁目●番●号、●●●●

●。 

 ２、和解の内容。 

 （１）上富良野町は相手方に対し、金１６万４,

３３５円を支払う。 
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 （２）相手方は、上富良野町に対して、本件に関

し今後、上記の金員を除き一切の請求をしない。 

 以上、専決処分の報告といたします。 

 御了承くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第８ 報告第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 報告第５号平成

２５年度上富良野町一般会計繰越明許費、繰越計算

書の報告について、報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました、報告第５号平成２５年度上富良野町一般会

計繰越明許費、繰越計算書の報告についての概要を

申し上げて説明にかえさせていただきますので、御

了承願いたいと存じます。 

 それでは、繰越明許費計算書をごらんください。 

 まず、防災用自家発電設備整備事業は、昨年１１

月議会において発注時期及び工期等の理由により事

業完了が平成２６年度に入ることで、繰越明許費の

議決をいただいたところです。 

 入札の実施によりまして、執行残が生じたことか

ら、３月議会において繰越明許費の金額の減額の議

決をいただいたところであり、平成２５年度会計の

決算期を迎え､予算で設定していた金額９,１８０万

円を平成２６年度会計へ繰り越ししたものです。 

 次に、町営住宅建設事業は、昨年１２月議会にお

いて、平成２６年度に計画しておりました泉町南団

地１号棟建設事業を平成２５年度に実施すること

で、社会資本整備総合交付金の補助率が有利となる

ことから、平成２５年度事業として前倒しすること

の議決をいただいたところです。 

 本事業についても、発注時期及び工期等の理由に

より事業完了が平成２６年度になることから、繰越

明許費の議決をいただいたところであり、平成２５

年度会計の決算期を迎え、予算で設定していた金額

３億４,５８２万７,０００円から、前払い金の支払

い済金額及び入札執行残等を除きました金額２億

５,１６４万２,０００円を平成２６年度会計へ繰り

越したものです。 

 次に、国の平成２５年度補正対応により実施する

ことといたしました上富良野小学校整備事業、東中

中央、東中南、東中西、東中第一の４地区の道営経

営体育成基盤整備事業及び島津第２地区農業水利施

設保全合理化事業の６事業について、３月議会にお

いて事業費の補正の議決をいただいたところです。 

 これら事業についても発注時期及び工期等の理由

により事業完了が平成２６年度に入ることで、繰越

明許費の議決をいただいたところであり、平成２５

年度会計の決算期を迎え、予算で設定した金額につ

いて全額を平成２６年度会計へ繰り越ししたもので

す。 

 以上、８事業の合計金額１３億７,９３９万８,０

００円を地方自治法第２１３条第１項の規定によ

り、平成２６年度会計へ繰り越ししましたので、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、そ

の内容を報告するものです。 

 また、事業ごとの財源内訳で、国庫支出金などの

未収入特定財源につきましては、当該事業の完成時

期に応じて歳入の受け入れ手続を行ってまいりま

す。 

 以上で、報告第５号平成２５年度上富良野町一般

会計繰越明許費、繰越計算書の報告についての説明

といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第９ 報告第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 報告第６号平成

２５年度上富良野町簡易水道事業特別会計繰越明許

費、繰越計算書の報告について、報告を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました、報告第６号上富良野町簡易水道事業特

別会計における繰越明許費、繰越計算書の報告の件

につきまして、概要を申し上げて御説明いたしま

す。 

 本件につきましては、平成２５年８月２５日に発

生しました落雷により、江花浄水場及び配水池の監

視制御システムにおいて広範囲に被害が及び、発注

時期等の理由により事業完了が平成２６年度に入り

ますことから、２６年３月の定例会におきまして繰

越明許の議決をいただいたところでありますが、こ

のたび平成２６年度上富良野町簡易水道事業特別会

計へ繰り越すものであります。 

 以下、報告の朗読をもって御説明いたします。 

 報告第６号上富良野町簡易水道事業特別会計にお

ける繰越明許費、繰越計算書の報告について、地方

自治法第２１３条第１項の規定により、平成２５年

度上富良野町簡易水道事業特別会計歳出予算の経費

を別紙繰越明許費、繰越計算書のとおり繰り越した
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ので、地方自治法施行令第１４６条２項の規定によ

り報告する。 

 平成２６年６月１７日提出。上富良野町長、向山

富夫。 

 １ページをお開きください。 

 １款衛生費１項簡易水道事業費、事業名、江花浄

水場雷害復旧修理。翌年度繰越額１,１３６万８,０

００円で、既に収入済みとなっております。 

 以上、報告第６号の説明といたします。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

     ◎日程第１０ 報告第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 報告第７号法

人の経営状況の報告について、報告を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいま上程いただ

きました、報告第７号法人の経営状況報告の件につ

きまして、株式会社上富良野振興公社の経営状況を

御報告いたします。 

 お手元の経営状況に関する書類の１ページをお開

きください。 

 平成２５年度事業報告書でありますが、ここでは

株主総会、臨時株主総会、取締役会、監査役会の開

催状況及び審議項目等について記載をしておりま

す。 

 次のページをごらんください。 

 平成２５年度部門別報告書でありますが、２ペー

ジから３ページにかけまして、本公社が指定管理者

として町から受託しております４施設について、そ

れぞれの経営、運営概要を記載しております。 

 一つ目の保養センター白銀荘についてですが、利

用実績でいきますと入館者数は７万３,１６３人

で、前年度実績よりも１３人の減少となりました

が、ほぼ横ばいで推移をいたしました。 

 売り上げでは、６,１１３万３,０００円となり、

前年度実績よりも１２４万８,０００円の減少とな

り、前年度対比９８％の売り上げ実績となりまし

た。 

 また例年１２月から３月を期間として、７０歳以

上の高齢者及び障がいを持たれている方を対象とし

た入浴料等の優遇期間における対象となる方の来館

者数は１,６９７人で、前年度実績よりも１５４人

増加し、前年度対比１１０％の来館実績となったと

ころです。 

 次に、二つ目の日の出公園オートキャンプ場です

が、総入場者数が１万５,９１３人で、前年度実績

よりも６８０人増加し、前年度対比１０４.５％、

また売り上げでは１,５２８万３,０００円となり、

前年度実績よりも７１万３,０００円増加し、前年

度対比１０４.９％の実績となったところです。 

 増加となった要因の一つといたしましては、台湾

を中心としたアジア周辺国からの入場者が大幅にふ

えており、その背景といたしまして旭川と台湾を結

ぶ直行便の就航にあるものと思われます。 

 ３ページをお開きください。 

 次に、三つ目の町営スキー場ですが、リフト券の

総売上枚数は１,７９５枚で、前年度実績よりも２

４１枚減少し、前年度対比８８.２％、また利用収

益につきましても１１０万９,０００円で、前年度

実績よりも１８万５,０００円減少し、前年度対比

８５.７％の実績となりました。 

 また、リフトの輸送人員も８万１７３人となり、

前年度実績よりも５,８０７人減少し、前年度対比

９３.２％の実績となったところです。 

 平成２５年度シーズンにつきましては、ほぼ予定

どおりに営業を開始することができましたが、富良

野スキー場において前シーズンに引き続き子どもの

無料企画を行ったことから、利用減少に拍車をかけ

たものと思われます。 

 次に、日の出公園についてですが、平成２５年度

におきましては、面積にして約２.３ヘクタール、

本数にして約２万５,０００本のラベンダーの植え

かえを実施いたしました。見ばえとしては十分とは

言えませんが、融雪のおくれ、長雨の中での植栽作

業、また、定植後には干ばつに見舞われましたが、

無事に活着が確認されたところであります。 

 町民の皆様を初め、訪れる観光客の皆さんに喜ん

でいただけるよう公園の環境整備に努めてまいりま

した。 

 次に、決算報告書であります。５ページをお開き

ください。 

 貸借対照表につきまして申し上げます。 

 資産の部の流動資産は、２,３３０万１４３円

で、その内訳は現金、預金が２,１８９万２,７５７

円、商品が１３４万２,０４６円、前払い費用が６

万５,３４０円であります。 

 固定資産は３万円で、出資金であります。 

 資産の部合計は、２,３３３万１４３円となって

おります。 

 次に、負債の部でございます。 

 流動資産は、３９４万８３３円で、その内訳は未

払い金、預かり金等であります。 
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 次に、純資産の部ですが、株式資本は１,９３８

万９,３１０円で、この内訳は上富良野町、富良野

農業協同組合、旭川信用金庫、上富良野町商工会の

出資による資本金が１,０００万円、利益剰余金が

９３８万９,３１０円で、負債及び純資産の合計は

２,３３３万１４３円となっております。 

 次に、６ページをごらんください。 

 損益計算書についてであります。 

 最初に、営業収益であります売上高についてであ

りますが、利用収益と売店収益を合わせた売り上げ

高合計は７,７７６万９,７７４円となっておりま

す。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまして

は、期首商品棚卸高と商品仕入高を合わせた１,０

５６万８１９円から期末商品棚卸高１３４万２,０

４６円を差し引いた９２１万８,７７３円となりま

す。 

 このことから、売上総利益金額は、売上高７,７

７６万９,７７４円から売上原価９２１万８,７７３

円を差し引いた６,８５５万１,００１円となってお

ります。 

 さらに、販売費及び一般管理合計１億１,２８４

万９,０３２円を差し引いた営業損失金額は、４,４

２９万８,０３１円となっております。 

 営業外収益は、受取利息７,１０９円、受取配当

金７９６円、雑収入３万９,２８１円、受託収入５,

００９万５,５７９円を合わせ、５,０１４万２,７

６５円となっております。 

 営業外費用ですが、町への寄附でございまして、

経営努力によりまして５５０万円の寄附を行ってお

ります。 

 以上のことから、営業損失金額４,４２９万８,０

３１円に営業外収益５,１４２万７６５円を加え、

営業外費用５５０万円を差し引いた経常利益金額は

３４万４,７３４円となっております。 

 さらに、経常利益金額３４万４,７３４円から法

人税等の１４万７,３００円を差し引きまして、当

期純利益金額は１９万７,４３４円となったところ

であります。 

 ７ページから１１ページにつきましては、今まで

説明した内容の施設ごとの内訳となっておりますの

で御高覧いただいたものとして､説明は省略をさせ

ていただきます。 

 次に、１３ページをお開きください。 

 平成２６年度事業計画及び予算について御説明い

たします。 

 まず、初めに白銀荘についてですが、既に新年度

における運営を行っておりますが、山スキーを楽し

まれるお客様の増加や地元関係機関の強い要請によ

り白金とをつなぐ横断道路は昨年より２０日ほど早

く開通したため、ゴールデンウイーク後半より入り

込みは好調に推移しております。 

 本年は、改修工事等による休館もなく、昨年、一

昨年と比較して営業日数もふえることからも入り込

みの増加に期待をしているところです。 

 消費税の増税や電気料等の値上げなど、経営にマ

イナスになる要因もありますが、今年度におきまし

ても当施設の最大の利点であります源泉１００％天

然温泉を全面に町内外にＰＲを展開し、イベントの

実施、営業強化を図りながら職員一丸となって管理

運営に努めてまいりたいと思っております。 

 本年度計画の入館者数等につきましては、昨年と

同じく宿泊客が７,７５０人、日帰り客が６万８,５

５０人の計７万６,３００人、売上高は６,４８７万

１,５００円を見込んでおります。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場についてです

が、当キャンプ場をたくさんのお客様に御利用いた

だく中から、家族の絆や仲間との交流が深まり、地

域の触れ合いを通じてより楽しんでいただけるよ

う、その雰囲気、環境づくりに取り組むとともに、

ここを拠点として活動する利用者も多いことから、

周辺観光の情報提供、また施設の衛生環境の整備清

掃などに重点を置きながら運営に努めてまいりたい

と考えております。 

 本年度計画の入場者数等につきましては、総入場

者数１万４,０００人、売上高は１,３５２万４,０

００円を見込んでおります。 

 次のページをごらんください。 

 町営スキー場につきましては、索道事業として人

を輸送する観点から安全の確保が第一であります。

このことを唯一無二の目標と定め、従事者教育を十

分に図り、町内の学校のスキー授業やスキー少年

団、スキー連盟、自衛隊の訓練、さらには家族ス

キーなど、町民のスキー場として管理運営に努めて

まいります。 

 本年度計画につきましては、利用券売上枚数２,

０４０枚、売上高は１２８万６,０００円を見込ん

でおります。 

 日の出公園につきましては、昨年、一昨年と植え

かえをしたラベンダーがより美しく、より魅力的に

訪れる皆さんの目に映るよう、適切な成育管理を行

うなど、園内の環境整備を基本として管理運営に努

めてまいります。 

 また、ＮＰＯ法人が展望台にレストランを開設す

ることから、来園者のサービス、利便性向上の観点

から町政運営に当たってまいります。 

 次のページ以降につきましては、おのおのの運営

管理施設の予算等となっております。御高覧いただ
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いたものとして、説明は省略させていただきます。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の経営状況の

報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

 １１番今村辰義君。 

○１１番（今村辰義君） 町長にお尋ねしたいと思

います。 

 先般、白銀荘に対して、自衛官に対する割引とい

うこと、町はどうしてやっているのかということを

しっかりとお聞きしたいと思います。 

 その前に、私の考えなどを述べながらお聞きした

いなというふうに思っております。 

 私は上富良野振興公社の白銀荘における自衛隊割

引について賛成でございます。賛成の立場から意見

を申しますと、白銀荘の割引は自衛隊員の士気高揚

のためにもすばらしい施設であるというふうに思っ

ておりますし、また募集においても良質な隊員獲得

に貢献していると思い感謝しております。 

 言うまでもなく、自衛隊の主な任務の一つは我が

国を防衛することであり、隊員はその任務を達成す

るために困苦欠乏に耐え、不眠不休の訓練を連続図

上効果の中で黙々と行っているわけであります。 

 そういった厳しい訓練を行っているから災害派遣

やＰＫＯなどの任務を整斉と遂行することができる

わけであります。 

 そして、その評価は国民はもちろん、国内外を問

わず極めて高い評価を受けていることは御承知のと

おりでございます。 

 そして、有事になれば殊に臨んでは危険を顧み

ず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負

託に応える旨の宣誓をしている、だからこそこう

いった自衛隊員に対して日ごろから感謝の気持ちの

発揚として福利厚生を行っているのだろうというふ

うに思っております。 

 例えば、どの国にも軍隊に対する福利厚生は行っ

ております。ちなみにアメリカを例にとると、米国

でも米軍基地内のＰＸは消費税は免税となっており

ます。あるいは、デパートなどでは原価プラス５％

で販売しておりますので、実質、２０％から３０％

安く売っていると、軍隊の基地内のデパートです

ね、そういうことになっております。また、中国な

ども福利厚生には力を入れているのは御承知のとお

りでございます。 

 そういったところで、では我が国はどうしている

かというと、防衛省の共済組合が、これは他の省庁

も同じでございますけれども、隊員の福利厚生の目

的を達成するためにの雇用レクリエーションなどの

施設等を設けまして、自衛隊員のあすにも鋭気と士

気の高揚を図るべく福利厚生を行っているわけであ

ります。 

 そこで、私はこの町が……。 

○議長（西村昭教君） 済みません、今村議員。 

 これは経営状況の報告に対しての質問であります

ので、意見についてはどこか別の場所で述べるのは

結構でありますけれども。 

○１１番（今村辰義君） では質問に入ります。 

 そういった状況に応じまして、町がなぜ自衛隊員

に対して割引をしているのかということを､町のほ

うからももう一度しっかりと目的というか、理由説

明をしていただきたいなというふうに思いまして、

賛成の立場からなぜ町は割引をしているのかという

その理由説明をお伺いしたいということでございま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 公社の割引営業のことに対

しましての御質問かと思いますが、前段、今村議員

のほうからお尋ねにありましたように認識につきま

しては、この場で意見を交換するような状況は適当

でないということで判断いたしますのでお答えは差

し控えさせていただきますが、振興公社の営業の観

点からの見解を社長であります副町長のほうから述

べさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村議員の質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 この案件については、法人の町が出資する法人の

経営状況についての報告の案件でありますので、公

社の経営上の戦略としての御回答になろうかという

ふうに思いますが、私のほうからお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 書類を確認をいたしましたところ、１８年の５月

にいわゆる防衛省の共済組合と振興公社であります

株式会社振興公社の社長との協定をもって防衛省職

員のいわゆる福利厚生のための協定を結んでおりま

して、いわゆる全国のさまざまなレジャー施設等で

も協定を結んでおります同様の協定を結んでいると

ころであります。 

 公社といたしましては、いわゆる自衛官、家族の

方々が大勢、当館に来ていただくことを経営の戦略

して１８年５月に協定を結んだところでありますこ

とを御理解をいただきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １１番今村辰義君。 

○１１番（今村辰義君） 言わんとしていることは

わかるのですけれども、要はこの肯定的に捉えてい

るわけでございますけれども、なぜ割引をしている
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のだと非常に私はすばらしいことだと思うのです。

この町内に居住する人だけではなくて、防衛省共済

組合に加入している隊員及び家族みんな含めていま

すよね、そういった人たちに対して余りどこでも

やっていないと多分思うのですけれども、この町が

なぜそこまでやってくれるのかなと、くれているの

だろうということをしっかりと理由づけしたことを

私はお聞きしたいと思っております。 

 それからまた、自衛官などの士気も高揚している

のではないかなと思っていますので、そこをもう少

しわかれば詳しくお話をしていただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番今村議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 繰り返しになりますが、あくまでも割引制度につ

きましては、防衛省共済組合の一般的に全国でやっ

ているその制度を上富良野町も踏襲をしているとこ

ろでありますが、今、議員から御発言にもありまし

た上富良野としての特性ももちろん振興公社との契

約の中にはそういう思いも一部、あるものだという

ふうに推察をいたしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 参考のために伺いますが、

福利厚生という形で集客を呼び込むということにな

れば、他のいわゆる共済との関係が恐らく出てくる

のだと思いますが、そういったものが振興公社のほ

うでは計画されなかったのか、この間の全員協議会

では一方的に自衛隊の皆さん方には災害時にお世話

になっているという形の、そういったものが全面的

に出てきて、特別割引制度だというのが一般的な印

象であります。 

 私たちは、この協議会でも差別することはならな

いと、一般の町民の方、あるいは災害時にかかわっ

た人たちについても、そうであれば同等の共済にか

かわらずことも該当になるのではないかというふう

には考えられるのも、当然なことなのです。 

 なぜ、自衛隊共済だけが対象になっているのかと

いうところが当然、納得できるような内容ではあり

ませんので、そこら辺などはどういう戦略でやられ

たのか、質問が出ましたのでちょっとお伺いしてお

きたいと思います。 

 これで黙っていれば、それでよしというように

なっては困りますので、やはり多くの町民もあの安

価の中で利用したいという要望等もありますので、

そうするならば戦略上、チケットなどを買ってもら

えれば共済の方だって安く入浴できるわけですか

ら、そういうものも含めて町民の方に多く利用して

もらうということであれば、そういう戦略上でとい

うことであれば、やはりそういった安価な政策の打

ち出し方も一つ住民にとっても納得できるものでは

ないかなというふうに思います。 

 確かに、高齢者、障がい者等、あるいはお祭り等

の一部については入浴無料等がありますけれども、

やはり何といっても地元の方を多く利用してもらう

という戦略をきっちり立てるということも必要だと

思いますが、この点お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番米沢議員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 まず、さまざまな企業も含めて、議員の共済組合

も含めてですが、さまざまな企業等の公的な部分も

含めて福利厚生を目的とした共済組合等々はたくさ

んあるわけであります。 

 公社の戦略として、そういう企業も含めた共済組

合の福利厚生のための同様の協定というのは、その

公社としての戦略はあるかというふうに思っていま

して、今後そういう共済組合、他の共済組合との協

定ができないかはこれから私どもも戦略の一つとし

て検討をさせていただきたいと思います。 

 また、一方で町民の方々の公社としての還元方法

ですが、議員御発言にもありましたように高齢者や

障がい者の方々の一定程度の配慮も含め、さらには

経営努力の結果、寄附金という方で町民の方々に還

元をぜひさせていただきたいということも含めて、

振興公社としてはそういう地元の町民の方々によっ

て支えられているという点については、日ごろから

その経営の中で生かしていきたいという思いであり

ますので、そこらあたりもぜひ御理解をいただきた

いというふうに思うところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ７番中村有秀君。 

○７番（中村有秀君） ２点ほどちょっと確認

方々、説明を求めたいと思います。 

 まず、１６ページの報酬の関係です。そのうち白

銀荘ということで、一番上段に報酬３６０万円、前

年度決算３６０万円、この内容についてお伺いをし

たいのと、それから一番下から２行目に支払い報酬

１６万円、これらの関連を含めて１点、お聞きをし

たいと思います。 

 それから､次に２２ページです、その４の日の出

公園管理の関係で、途中にあります委託料１,２８

８万８,０００円、前年度決算が９９４万３,８３０
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円ということで､約２９４万４,１７０円、約３００

万円が増になっております。その要素については何

なのかということで確認をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 中村議員の御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず１点目の報酬の３６０万円につきましては、

業務の報酬ということで御理解をいただければとい

うふうに思います。 

 あと次に、白銀荘の支払い報酬の１６万円につい

てでございますが、こちらのほうにつきましては、

例えば会社の役員が変わったときの登記費用ですと

か、あと税理士さんに対する支払い報酬ということ

になってございます。 

 最後の公園の委託料についてでございますけれど

も、こちらのほうのアップにつきましては今後の公

園全体の管理をする中で、現場と今までの経験値

と、あと今後の予測等も含めた中での増額であると

いうことで理解をしております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番中村有秀君。 

○７番（中村有秀君） １６ページの上段の報酬に

ついてはわかります。 

 それで、一番下から２行目の支払い報酬は役員交

代時の関係、あと税理士ということで、その内訳を

ちょっと正確に教えていただきたいのと、それとそ

の他の役員の関係の例えば５名の取締役がおります

けれども、そのうち役場の職員入っています、あと

は２名の監査役の関係の報酬等は今のあれでは何も

ないので、どこの部分で支払っているのか、それと

も支払っていないのかということでお聞きをしたい

と思います。 

 それから、今、２２ページの関係で今後の関係と

いうことを含めての答弁ですけれども、やはり前年

度９９０万円で今回３００万円近くということにな

ると３割以上の費用が何なのかということを非常に

具体性がありません。 

 私、この中をちょっと分析をしますと６行目の中

に賃金１４３万７,７００円、これらが委託をする

関係でこちらに入れたのかなということも推測して

いたのですけれども、それらもう少し委託料の約３

００万円の内訳、どういうことで試算をされたのか

確認をしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 中村議員の御質問の

まず最初の点ですが、支払い報酬につきましては税

理士さんの報酬と、あとは役員さんの報酬ではなく

て、役員さんがかわったときの会社の登記、登記に

関する費用ということでなっております。 

 あと、役員さんに対する経費につきましては費用

弁償の中から捻出をされているということになりま

す。 

 あと、先ほどの委託料は３００万円ほどふえたと

いうところで、ちょっと説明不足だった点があるの

ですけれども、前年につきましてはラベンダーの再

生事業で２,２００万円ほどの委託料を受けて、単

年度限りの事業なのですけれども、通年置いている

予算をそちらのほうでかなり消費ができたというよ

うなことがありまして、それは大きな要因として、

単純に比較したときにはその３００万円がふえてい

るような形になっておりますが、ラベンダー再生事

業の中で２５年については大分含まれていた部分が

あったということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番中村有秀君。 

 言うなれば費用弁償ということで２１万５,００

０円があります。 

 それで、一応、確認をしたいのですけれども、こ

ういうことで費用弁償は取締役、それから監査役で

都度と思いますけれどもお幾らお払いをしているの

か、それからもう１点は支払い報償１６万円の中に

役員交代時の登記料も含むというような答弁があっ

たのですが、それからいくと租税公課の中で入れる

が適切ではないか、言うなれば報酬としてそこへ

払っているわけではないですから、そういうことで

会計の計上ものはそういうほうが適切ではないかと

いう、ちょっと印象を受けましたけれども、また私

は詳しくまた勉強させていただきたいと思います。 

 それから、２２ページの委託料の約３００万円が

ふえということは、ある面で去年、一昨年といろい

ろ植栽の関係で御努力もされて、町民からある面で

批判を受けながらやっていた経緯の中で、なおこれ

を完全に町民の期待に応えるような形ということで

のラベンダーの植栽ということで、なお努力をして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 中村議員の御質問に

お答えしますが、先ほど言いました支払い報酬につ

いては等というか、本当に会社関係の登記の費用、

それを登記するときに支払われるものと、先ほど言

いました税理士に支払う報酬に限られているという

ことで御理解いただきたいと思います。 

 それと、先ほど支出科目の関係での御指摘かとい

うふうに思いますけれども、そちらのほうにつきま

してはその決算につきましても公社の監査役さん、
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もしくは税理士さんの手によってその辺のあたりが

整理されているというふうに思っておりますので、

そちらのほうについては特に支障なく運営、会計処

理がされているというふうに思っているところでご

ざいますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。 

 あと、３点目の御指摘事項につきましては、先ほ

ど今年度の事業計画の中で申しましたとおり、より

いい管理に努めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、御理解をお願いします。 

 漏れがございました、費用弁償の各役員ごとの報

酬額についてなのですが、大変申しわけございませ

んが、その委細については今、承知をしてございま

せんので、後ほど御報告させていただく形でよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 暫時休憩といたします。 

 再開を１０時４０分再開いたします。 

────────────────── 

午前１０時１９分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、再開い

たしたいと思います。 

 先ほど、中村有秀君の質問に対しまして、答弁漏

れがありましたので、それを先に行います。 

 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 先ほどの中村議員の

費用弁償の関係の内訳についてでございますが、お

答えをさせていただきたいと思います。 

 株主総会でありますとか監査会でありますとか、

出席に応じて１人、１回当たり５,１００円の単価

でお支払いをしているものでございます。 

 こちらのほうにつきましては、それとあわせまし

て、年度末といいますか、最後の株主総会のときに

各役員に対しまして、あとは白銀荘の回数券とお菓

子というような内訳となっております。 

 以上です。 

────────────────── 

◎日程第１１ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあり

ます４項目について、町長、教育長に質問いたしま

す。 

 まず１項目めは、子どもの医療費助成の対象範囲

を中学生までに拡大してはどうか。 

 子育て世帯の医療費の負担が家計に重くのし掛

かっている、町は独自の支援策として就学前児童の

医療費全額を助成しているが、国の動向を見きわめ

てから今後、検討するという答弁をいただいてい

る。国は子育て支援や介護支援などの社会保障部門

に充てるために、４月から消費税を３％アップし

た、市町村に対する交付税なども今までとは違う状

況となり、子育て世代の経済的負担の軽減のために

も子どもの医療費の助成を中学生まで拡大してはど

うか、町長にお伺いいたします。 

 ２項目めは、自主防災組織制度の改正と防災に耐

えるライフラインの基本的な整備を住民会ごとに２

名の防災士、資格取得者を配置したが、これらに対

する補助制度が２６年度で終了する、これまでの課

題と２７年度以降に自主防災組織のための制度改正

はどのように考えているのか、またライフラインの

困難である水道事業も給水機能を確保するために

は、事故や災害に強いシステムの構築が必要ではな

いか、町長にお伺いいたします。 

 ３項目めは、各学校の図書室に専任の司書配置

を。学校図書館法に基づき、司書教諭の配置が義務

づけられているが、町内の学校図書室には専任の司

書が配置されていない。学校司書を配置し、子ども

たちの読書活動の充実に向け取り組むべきと考える

が、教育長の御見解をお伺いいたします。 

 ４項目めは、放課後プラン事業として、放課後ク

ラブ、放課後スクール、みんなで遊ぼう教室などの

一元化と見直しをしてはどうか。全ての子どもは安

全で安心に過ごすことができる居場所づくりとして

放課後事業プランが始まり、それぞれ留守家庭の子

どもたちが安全で安心に放課後を過ごしている。 

 しかし、放課後スクールの利用児童が１００名を

超え、その中には特別支援教育を受けている児童も

含まれ、１８名の指導者では不足の状況にある。 

 目配りや気配りなど、大変な負担となっているた

め、指導者の補充と今後この三つの事業を一元化す

るなど、抜本的な見直しを図ってはどうか、教育長

にお伺いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの子どもの医療費助成の対象範囲

の拡大に対する御質問にお答えさせていただきま

す。 
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 子どもの医療費助成制度につきましては、北海道

医療給付事業と連携し、その給付対象者を拡大し、

町の独自施策として受診頻度の高い就学前までの幼

児に対する無料化を実施しているところでありま

す。 

 こうした社会保障政策における子育て支援につき

ましては、さまざまなニーズがある中で、町といた

しましてはその重要度、あるいは行政効果等を考慮

し、総合的な判断のもと支援策を講じてきたところ

であります。 

 議員御質問にあります中学生まで拡大した医療費

の助成策につきましては、町における子育ての実態

や少子化対策への取り組みなどを十分検証し、さら

に財政状況も見きわめた中でどのような対応が可能

かを含め検討を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、北海道に対する助成制度拡充の要望など、

各関係機関との協議も進めてまいりますので、御理

解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの自主防災組織制度に対する御質

問にお答えさせていただきます。 

 自主防災組織の防災士につきましては、地域にお

ける防災リーダーを養成し、地域防災力のさらなる

向上を図るとともに、自主防災組織の活性化を目的

として町内の２５自主防災組織に防災士各２名を配

置し、その資格取得に要する費用の助成を平成２４

年度から本年度までの３年間、実施してきたところ

であります。 

 今後の防災士養成につきましては、本年度制定い

たしました自主防災組織等の育成及び防災活動の促

進を図るための活動補助制度の中で、平成２７年度

以降も引き続き、防災士の養成を図ってまいります

ので御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、水道施設の整備に関する御質問についてで

ありますが、水道管の布設につきましては、深さ

１.２メートルに埋設されており、既に導水管、基

幹配水管及び更新済みの配水管は耐震構造の管を使

用しているところでありまして、浄水場が停電の際

には無停電装置が設置されておりますので、２時間

程度の電源供給ができ、さらに長時間に及ぶ場合は

発電機を使用して外部からの電源供給ができるよう

構築されているところであります。 

 また、浄水場停止や水道管断裂による飲料水の供

給がされない場合におきましても、２カ所の浄水場

から供給していることから、最低限の飲料水の確保

はできる態勢でありますが、災害に強いシステムの

充実は重要であると理解しておりますので、これか

らも防災対策には十分、意を用いてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上議員の３項目め

の各学校図書への専任の司書配置に関する御質問に

お答えいたします。 

 学校司書教諭につきましては、学校図書館法によ

り学校には学校図書館の専門的職務を司らせるた

め、司書教諭を置かなければならないと規定されて

おります。 

 現在は、１２学級以上の学校については司書教諭

を置くことになっており、学校教諭で司書教諭の講

習を修了した者でなければならないとなっておりま

す。 

 司書教諭は教諭として採用された者が学校内の役

割として、その職務を担当し、学校図書館資料の選

択、収集、提供や子どもの読書活動に対する指導等

を行うなど、学校図書館の運営、活用について中心

的な役割を担っております。 

 なお、教員としてではなく、事務職員として採用

された者が学校図書館に勤務する場合は、学校図書

館担当職員、いわゆる学校司書と呼ばれ、大都市な

ど、一部の大規模校では複数の事務職員のうち学校

司書が配置されている場合があります。 

 議員御質問の専任司書の配置でありますが、学校

の規模などから当町においては司書教諭の特別な定

数配置の措置がなく、上富良野小学校と上富良野中

学校にそれぞれ１名が教諭等の定数の中で教諭と兼

ねながら司書教諭の業務を行っており、ほかにも司

書教諭の資格取得の教諭は町内で十数名となってお

ります。 

 現在、町教育委員会におきましては、子ども読書

推進計画に基づき、町図書館の移動図書や購入図書

費の確保、ボランティア等による読み聞かせ、朝読

書など、学校と連携を図りながら読書活動を推進す

ることに努めているところであります。 

 専任司書の配置には、財政的な負担が伴うことか

ら、現時点では難しいと考えておりますが、今後に

おいての研究課題と認識しておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの放課後子どもプラン事業等に関

する御質問にお答えいたします。 

 放課後子どもプラン事業は、子どもたちの安心・

安全な居場所づくりとして、上富良野小学校と上富

良野町西小学校では留守家庭の児童を預かる放課後

クラブを月曜日から土曜日まで実施し、放課後から

１６時までは学校で活動する放課後スクールを月曜

から金曜日まで行っております。 

 また、江幌小学校と東中小学校は小規模のため、

週１回、放課後から１６時まで学校で活動するみん

なで遊ぼうを実施しています。 
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 ５月末現在の総登録者数は２５８名ですが、５月

の１日平均の利用者数は放課後クラブで５１.５

人、放課後スクールでは３９.３人、みんなで遊ぼ

うは１８.３人となっております。 

 子どもたちが、放課後活動するために配置してい

る指導員は６月現在１９名が登録していますが、他

の仕事を兼ねるなど都合もあることから、これらに

配慮した中で体制確保のため、募集を現在行ってい

るところであります。 

 なお、指導員の配置につきましては、平均利用児

童数１０人に対し、１人の国の基準を満たした中で

配置するとともに、特別支援児童の場合は登録状況

に応じ増員するなど実態に合わせた体制をとってい

るところであります。 

 国におきましては、児童福祉法の改正に基づく放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

が本年４月３０日に公布され、就学前に保育を利用

していた子どもたちが、就学後に引き続き安全で安

心な居場所として利用できるよう、放課後児童クラ

ブの職員の資格、人数、施設設備、児童の集団の規

模などの基準が定められました。 

 このため町では、この基準をもとに今年中に条例

でこれらを定めるとともに、平成２７年度から５カ

年の子ども・子育て支援事業計画策定のため、子ど

も・子育て会議を設け、利用者のニーズ調査等を実

施しようとする提供体制の検討を進めているところ

であります。 

 教育委員会におきましては、この会議に参画して

おり、町長部局の子育て支援と連携した新制度によ

る放課後プラン事業を提供する考えでありますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 再質問承ります。 

 ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） １項目めの医療費助成の中

学生までの拡大のところですが、今、町における子

育ての実態や消費者対策への取り組みなど、十分検

討して財政状況も見きわめた上で検討したいと、こ

ういう御答弁をいただいたのですけれども、町長も

こういう子育て支援事業計画のアンケート調査をい

たしました。この結果もごらんになっていただいて

いると思いますけれども、やはりこの中でもアン

ケートの中でも子育て世帯の医療費を中学生まで拡

大してほしいと、このような要望もたくさん出てお

りまして、確かに今までいろいろと子育て支援策は

いろいろとやっていただいております。 

 この医療費だけを優先するということには、

ちょっとならないかとは思いますけれども、国のほ

うで今度は消費税が３％上がりましたので、そのよ

うな状況的に財源の心配はありますけれども、地方

として、国の消費税の２９.５％入ってきますか

ら、０.８９％ぐらい交付税として地方に送るので

はないかと、そうするとそれらを医療費としてはな

かなか難しいのでしょうけれども、以前に大体、試

算しましたら約３,０００万円ぐらいかかると、こ

のようなお話でしたけれども、現在、調べますと５

月１日現在で就学前の児童が５６０名、それから小

学生１年生から６年生まで６００名、中学生は３２

３名ということで、少し減少といいましょうか、

ちょっと減少気味にあります。 

 それと、やはりお子さんとしても就学前にいろい

ろな病気にかかられまして、小学校になりましてか

らちょっと病み抜けといいましょうか、そういった

状況もあるわけでして、この３,０００万円、そん

なに試算的には私はかからないのではないかと、こ

ういうふうに思うところですけれども、確かに財源

が大事でございます。これをやるとなれば１年ぐら

いでやめてしまうということにもならないかと思い

ますけれども、もし中学生まで無理だというのであ

れば、せめて小学生ぐらいまでは何とかならないも

のかと思うのですけれども、町長はどのようにお考

えでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上議員の子育てに対

します医療費助成の御質問にお答えさせていただき

ます。 

 現状認識におきまして、村上議員が今、御質問い

ただきましたことでほぼ、その中に町の現状が御説

明されておりました、そのとおりでございます。 

 しかしながら、私といたしましてはこの子育て、

あるいは定住対策にも及んでくることかなというふ

うに理解しております。 

 そういう中で、今、この少子化傾向に歯どめをか

けたり、あるいは女性が働きやすい環境をつくった

りというような、そういうさまざまな切り口からこ

の子育てというものを見ていかなければならないと

いうふうに思っております。 

 現在、子どもに対します乳幼児も含めまして、町

としての独自施策も含めまして取り組みをさせてい

ただいておりますが、大きなくくりから申しますと

国においては社会保障と一体改革の中で、そういっ

た子育て支援を充実させていくようなことも明言さ

れておりますので、そこに期待する部分もあります

が、しかし、やはり上富良野町の子育てをされてい

る当事者の方々の思い、そういったものをやはり大

きく私の町としてはそこに思いを寄せていく必要が

ありますので、議員から御提言ありましたようなさ

まざまな町としてアンケート調査の結果も見せてい
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ただいておりますけれども、そういったことから実

態もある程度、読み取ることができますけれども、

まず今、御提言あったようなことがこれからのまち

づくりの中で、どういうような位置づけにできる

か、まずそこからスタートして、最初からできない

ということを想定するのではなくて、もし取り組む

としたらどういうことが現実に可能かというような

ことをしっかりと気持ちの中に置いた中で、総合的

に判断して、ぜひ私としても可能であれば、もうそ

ういう事業は大切だろうというふうに考えておりま

す。 

 ただ、村上議員が本当におっしゃっていただきま

した事業としてスタートするには、やはり安定性が

なければなりませんので、その辺も十分、考慮させ

ていただいて、そう時間を置かずに子ども・子育て

支援事業計画の中に反映できるようなことを想定し

て検討を進めてまいりたいと思いますので、御理解

を賜りたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 町長の気持ち、本当に大変

細やかに、１歳の誕生日もやっていただいておりま

す。それから、ファミリーサポート、妊婦健診、い

ろいろと細やかに本当にやっていただいていると

思っております。 

 それで、医療費優先項目、いろいろ考えて見てい

るということをおっしゃいましたけれども、ぜひこ

の検討の中で、この調査の結果も出ておりますの

で、皆さんやはり子育て世帯の支援をひとつ力を入

れてやっていただきたいものだという思っておりま

すので、ぜひ段階を追って、何とか小学生だけで

も、中学生までというのが厳しいのであればと思っ

て、というのは国のほうの消費税の関係で３％上が

りましたものが少し市町にも、地方にも反映されま

すので、幾分か、その分がちょっと財源的にちょっ

と見込みとして２７年度以降に使えるのではないか

と、このように思うのですけれども、ちょっと気持

ちを前に進めていただきたいのですがどうでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上議員の子どもに対

します医療費助成についての御質問に再度お答えさ

せていただきます。 

 来年を目途にしております新しい支援計画につき

まして、私は先ほど申し上げましたようにこういっ

た事業を排除するような、そういう考えを毛頭持ち

合わせておりませんので、可能性を探るとしたらど

ういうことからできるかということで、検討を進め

てまいりたいと。 

 私のほうから今さら申し上げるのは非常に失礼で

すが、議員御案内のように、国の考え方として、非

常に私、少しハードルになっておりますのは、この

ように子どもに対する国の制度を超えたそれぞれ自

治体独自の助成策を講じることが、即それが国保の

国庫補助金、あるいは地方交付税に裕福な自治体と

してペナルティー的な措置を講じられるわけなので

す。 

 ですから、そこも乗り越えられるかというような

ことも総合的にやはり行政預かる立場として悩まし

いところでございまして、しかし、排除するもので

はありませんので、できれば応えることができるよ

うな組み立てを、選択肢を設けまして検討させてい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） よろしくお願いいたしま

す。 

 ２項目めの自主防災組織制度のところに入ってい

きたいと思いますが、今、防災士、２５住民会２名

の防災士、資格取得者を町のほうで費用を助成して

いただいたのですけれども、これにつきましては３

年たちましていろいろと課題としまして、防災士に

なった方がちょっと不都合が出てきましたり、

ちょっと体調が悪いとか、そういった問題も出てき

ておりますので、住民会主体とは思いますけれど

も、そういった場合には地区おしなべて２名ではな

くて３名、西富区は３名いらっしゃると聞いており

ますけれども、住民会が判断した場合につきまして

は、そういった方についても２７年度以降の中で資

格取得者のことを考えていただけないのかどうかと

いうことと、それと防災士もできまして、それから

マップも５色に色分けしまして、ここ要介護者がい

る、ここはどうだということを色分けして準備は

整ったのですけれども、なかなかこの訓練をすると

いう大変難しくて、だから町のほうで地区を決め

て、そこで防災訓練、避難訓練をやってみるという

ことを御指導いただけないかなと、こういうふうに

思うのですけれども、その点いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上議員の防災につき

ましての御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、防災士の育成についてでございますが、現

在、各地区２名を一つの目安として、目標として養

成をさせていただいたところでございます。ほぼ、

これは満たされる状況にございますが、今後におき

ましては、やはりそれぞれ防災士の皆さん方におき

ましては、将来においてどういうアクシデントがあ

るかということも、やはり考慮に入れていかなけれ

ばなりません。 

 そういったことを総合的に考えますと、やはり２
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名を超えた３名、４名というような普通体制で備え

るということは、非常に大切だと思いますし、そう

いうような前向きな取り組みを希望される地域にお

きましては、何とか来年からことしの養成が済ん

で、２７年度からの養成の中でこの補助活動、活動

補助の中でやり繰りをしながらでも、やはりそうい

う気運は失うことがないように取り組んでいくこと

が大事だというふうに考えております。 

 それから、防災訓練、避難訓練等のことでござい

ましょうが、非常に重要なことです。しかし、どち

らかというと、打ち上げ花火のようにそれやれ、そ

れやれということで、一時集中的にエネルギーを使

うことも一つのきっかけづくりとしてはあるので

しょうけれども、私としてはやはりそういった意識

をずっと長く持っていただくためにどうしたらいい

かということのほうが、むしろ本当に大切かなとい

うふうに思います。 

 そのために議員から今、お話がありましたよう

に、年度ごとに地域を決めて、そういう避難訓練等

の指導なり努力を求めていくことは、これは方法と

して有効なことかなというふうに思います。 

 一時、多くの地区というよりは、確実に一つ一つ

意識を高めていって、それは今、専門の職員も配し

ておりますので、いろいろ工夫をしながら防災意識

が全町で高まるように私どもも取り組んでまいりま

すので、議員のお話しありましたようなお知恵も拝

借したいというふうに考えておりますので、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 次に、ライフラインの水道

の災害に強い構築の件です。 

 配水管更新済み耐震構造の管を使用しているとい

うことですけれども、耐震済みが何％ぐらいになる

のでしょうか。 

 それとまた、浄水場が停電しても２時間ぐらいも

つよと、こういうことでございますけれども、やは

り想定外、やはり二つ三つ考えておかないと、ここ

の浄水場がやられた場合にどうするのかということ

と、それと水道管１.２メートルのところに掘って

入れているということなのですけれども、橋梁調査

のような感じで専門家を入れて調査するとか、それ

とか水道管もさびない水道管とか、ちょっとお値段

高いかもしれませんけれども、技術が進んでいまし

て、それでそういったいい資材もできてきています

ので、そういったものも利用するとか、想定外をも

う二つ三つの案も考えておいていただきたいと思う

のですけれども、更新済みのところと、それから浄

水場やられた場合とか、そういったことについてど

のようにお考えになるのか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番村上議員のライフライ

ンの特に水道に関します御質問にお答えさせていた

だきますが、整備率等につきましては担当課長のほ

からお答えさせていただきますが、浄水場の水源確

保につきましては、おかげさまで上富良野町は地下

水をくみ上げるような水源確保にもなっておりませ

んし、自然湧水を利用させていただいております

し、高低差も十分あるということで、その途中の管

がトラブった場合には、そこで絶たれますけれど

も、上富良野の水道で申し上げますと旭野地区と東

中地区と、両地区に水源を持っておりまして、それ

がまたパイプラインが接続されておりまして、どち

らからでも給水できるような仕組みになっておりま

す。 

 その両方が一遍に断裂してしまうということにな

りますと、これはちょっと果たして町独自で対応で

きるかどうかということを今、少し懸念はあります

けれども、十勝岳の噴火のときの過去の事例で申し

上げますと、陸上自衛隊のほうの川の水を浄水化す

る、清水化するというようなことも既に取り組みと

して、過去に取り組んでいるという実績もあります

ので、私といたしましては飲料水の確保ということ

は、もう本当に何をさておいても重要なことであり

ますので、支障を来さないような整備というのはこ

れからも不断に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま村上議員

の御質問にお答えします。 

 水道管の総延長につきましては、９４.４５キロ

メートル、昭和４７年から５０年に布設された配水

管につきましては３４.９キロメートル、約３７％

ぐらいございます。 

 そのうち、現在まで更新された延長につきまして

は６.７キロ、約２０％、２割程度更新を行ってお

ります。 

 また、想定外の災害が起きた場合の対応というこ

とですが、日本水道協会の北海道地方支部道北地区

協議会というのがございまして、災害時に相互応援

する協定を結んでおりまして、市町村３０市町村で

協定を結んでおりまして、資機材などをこちらのほ

うから応援協力を要請することができます。そのよ

うに対応しております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 今、２０％ぐらい更新済み
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だということをお聞きしたのですが、まだ８０％ぐ

らい残っていると思いますので、これからのことに

なりますけれども、当然、災害に強いライフライン

ということで考えていらっしゃると思いますけれど

も、その専門家の調査員も入れて調査するというこ

とは考えられないのでしょうか。そういったことを

ちょっとお尋ねしたいのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 現況の調査等について村上

議員の御質問でございますが、現況調査等につきま

しては、水道の配水管の布設状況というのは町で老

朽化、これについては塩ビ管については腐るもので

はありませんし、鋳鉄管については耐久性の非常に

あるものでございますから、接続箇所にふぐあいが

ないかとか、あるいは埋設深が十分かとかというこ

とを建設水道課の課の中でそういうデータは保有し

ておりますので、もう少し専門の方々にそういった

調査が多に事例があるのか、あるいはそういった必

要性というのはあるのかということを少し勉強させ

ていただきまして、もしそういうことがやはり客観

的な判断が必要だということであれば、また、そう

いうような御提案もさせていただきたいというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） よろしくお願いいたしま

す。 

 では、次に教育長に３項目めの学校図書室に専任

の司書配置の件をちょっと再質問をさせていただき

ます。 

 １２学級以上の学校に司書教諭を置くということ

になっているのですけれども、そういうことは認め

ておられますが、上富良野町では専任司書の配置に

は現在、至っていないわけなのです。 

 それで、すばらしい図書推進計画も作成いたしま

した。そして、やはりそういった町の図書館と学校

図書館もオンラインで結びました。そういうことは

いろいろとやっているわけなのですけれども、こう

いったものも専門の司書がいなければ、なかなかう

まく、現在活用されていないと思うのですけれど

も、ボランティアの方も朝行きまして、読み聞かせ

とかやっております。 

 それで、そういった方もちょっと限界ございます

し、教員の方が兼任して図書の係をやっていただい

ていますけれども、ちょっと大変でございますし、

７月校舎が新しくなります。それにあわせて上小だ

けでも司書を置いて、やはり子どもたちの読書に対

する推進を進めていけるのではないかと思うのです

けれども、そういうと財源が、財源がと、こうなる

わけだと思いますけれども、やはり子どもさんに

ちょっとお金をかけていただきたいと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上議員の図書司書

の学校司書に関する御質問にお答えをいたします。 

 議員おっしゃるとおり、本町教育委員会において

も新たな計画の中で、さまざまな読書を推進する取

り組みをやっているところであります。 

 読書の重要性については、本当に皆さんが想像す

るところと同じでありまして、情操教育だとか、想

像力だとか、規範意識、読解力、学力等々に必要な

要件であります。 

 これに対して、いろいろなことをさまざまな取り

組みをするというのは、これははもう絶対欠かせな

いことだと思っております。 

 ただ、人を配置すればそれらが全てうまくいくと

いう、やはり最初はまず読書のスタートというのは

家庭だというふうに捉えております。町としまして

もブックスタートという部分で、お母さん方、健診

の幼児健診のときに絵本をこういう絵本があります

のでぜひお母さん方、抱っこして子どもに読み聞か

せしてくださいということでやっている事業もあり

ます。 

 そういう事業をさまざまやっておりまして、その

中でまず家庭でそういう子どもたちに環境をつくっ

てあげる、家庭で全くそういう環境がない中で学校

に学校司書を置いてもなかなかうまくいかないのか

なと、まず今、進めることはお金の問題もあるので

すけれども、お金の問題より、まずそういう部分を

しっかり周りが子どもたちを支える仕組みをつくっ

ていくことが重要かなというふうに思っておりま

す。 

 そして、その時期が来たときには、先ほどもお答

えさせていただきましたけれども研究課題としてこ

の時期だなというときに対応していきたいというの

が、現在、私の考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 今、ブックスタートの件も

出ましたけれども、７カ月の乳幼児健診で読み聞か

せボランティアの方がいて本を選んで読み聞かせを

しているのですけれども、うちの町村だけですよ、

本をあげていないのは。よその町村、全部あげてい

るのです。そういったことなのですよ、そういう状

況なのです。 

 それで、ブックスタートはやっていただいており

ますけれども、よそは２冊ずつ、読み聞かせ終わっ

た後、差し上げているのです。 
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 そういったことですので、家庭からとおっしゃい

ますけれども、学校にいる時間も結構長うございま

す。やはり、子どもの習慣づくりをするためには、

今、旭川市では学校で１５年度から学校図書館に補

助員を全校に配置すると、こういったことが今、取

り組みをされているみたいなのですけれども、やは

り、もしその司書がだめというのでしたら、こう

いった補助員を置くとか、その補助員は毎日でなく

ても１週間に１回とか、そういった形で、この補助

員の方は資格も要りませんし、そういったことから

でも始めていただけないかなと思うのですけれど

も、そういったことについてはいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上議員の御質問に

お答えいたします。 

 まず、先ほどブックスタートの話も出ていました

けれども、本をあげているところもあれば、あげて

いない町村もあるということで御理解をいただきた

いと思いますし、町の考え方としてはブックスター

トに本をあげないというのは、お母さんにぜひ自分

の子どもに読ませたい絵本を、まずお母さんとして

選択してもらうという考え方で、そういう道を選ん

でいるということをまず御理解をしていただきたい

と思います。 

 また、旭川市の事例もお話ありましたけれども、

基本的には学校司書というのは、資格があるとか、

そういう部分ではなく、教員だったり、保母だった

り、そういう資格のある方を町の都合で選考して、

人事的に雇う、常雇する場合もありますけれども、

そういう形で対応しているというふうなものであり

ます。 

 町の図書館も臨時の職員を使って運営をしている

ところでありますけれども、同様にそのような対応

をというようなお話だったと思いますけれども、基

本的には先ほどもお話させていただきましたけれど

も、まずはその本を読書する環境づくりの一環とし

て家庭だとか、周りはぜひ本を大人が本を読んで、

見本を見せるような、そういう環境づくりをぜひ進

めていきたいなというふうに考えておりますので御

理解を賜りたいなと、そういうふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） よろしくお願いしたいと思

います。 

 それでは、４項目めの放課後児童クラブのことで

ございます。今、放課後クラブが月曜日から土曜日

まで、放課後スクールは月曜日から金曜日、４時ま

でということで、それでみんなで遊ぶのは小規模校

ですので、この状態でいいかなと、そういうふうに

思うのですけれども、現在は放課後クラブと放課後

スクールと一緒にやっているような状況があるので

はないかと、このように思っているのですけれど

も、これはどうなのでしょうか、スペースの件もあ

るのでしょうか、どうなのでしょうか。そこら辺の

ことをちょっとお尋ねしたいのですけれども。 

 それから、放課後スクール１２１名、登録してお

ります。ところが今、３９名だということを聞きま

して、これはどうなのでしょうか、やはり部活が４

時からありますので、バスケット、いろいろありま

すね、部活。そこらに行くのに、この放課後スクー

ルが４時までで、お家に帰って、またクラブの用意

をして行くとかということになっているとすれば、

その放課後スクールというのは、今こういった人数

的には登録数の割には３分の１ぐらいしか一日利用

されていないのかなというのですけれども、そこの

点はどのように押さえておられるのかということ

と、それと今度、学童クラブが４０名ということ

に、国のほうで基準で決まりました。 

 これでいきなりそういうことを言われても市町村

は困るのだということで出ておりましたけれども、

今、５１.１人、児童クラブ、これはどうしても共

働きの御家庭とか、ひとり親の御家庭とかで本当に

このクラブだけはやはり充実していかなければいけ

ないと思うのですけれども、５１.１人となります

と、今、条例改正して対応したいのだと、ことし中

に出すということを言われたのですけれども、その

４０名という国のほうの方針に従うとすれば、

ちょっと二つに分けなければいけないのかなとか、

それと、その条例を少し猶予期間を設けなければい

けないのかなとかと思うのですけれども、その点い

かがですか。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上議員からの放課

後に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、先ほど答弁させていただいた部分で５月末

現在の総登録者数２５８名ということでお話をさせ

ていただいたのですけれども、三つの事業、トータ

ルでの人数でございます。 

 それで、まず放課後クラブにつきましては、９８

名の登録がございます。上小については８２名、西

小学校が１６名、計９８名であります。 

 放課後スクールにつきましては、上富良野小学校

が６２名、西小学校が７６名、計１３８名でありま

す。 

 みんなで遊ぼうでありますけれども、江幌小学校

が７名、東中小学校が１５名、そして計が２２名、

三つの事業を合わせまして２５８名というふうに

なっているところであります。 
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 議員のほうから先ほど放課後クラブとスクールが

場所がないからなのか、どうなのかというようなお

話がありましたけれども、現在の運営方法でありま

すけれども時間帯が基本的に分けて運営をしており

ます。先ほどもお話しいたしましたけれども、ス

クールについては１６時で終了と、引き続きクラブ

に移る子も当然おりますけれども、そういう部分で

今後、効率的に１カ所で、場所は二つ上小と西小で

ありますけれども、効率的にやっているところであ

ります。 

 それと、４０名の基準の話でありますけれども、

既に一つのクラスというふうに考えていただければ

いいのかなと思うのですけれども、上小であれば、

今、８２名おります。４０人を一つのクラス、学級

として考えていただければ問題はない、一つの団

体、クラスが４０名というようなことで、上小であ

れば２クラスになるのかなというようなイメージを

持っていただければいいのかなということで御理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 教育長も教育行政執行方針

で放課後児童スクール、放課後事業に対しては人材

を確保すると、このように述べられておりました。 

 今現在、なかなか人材を募集もしていらっしゃる

ようですけれども、なかなか難しい状況なのでしょ

うか。ちょっと、その人材確保についてお尋ねした

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番村上議員からの人材

確保についての御質問でありますけれども、現在の

人数については１９名の登録ということでお話させ

ていただいたのですけれども、要するに１９名です

けれども、夏場、違う仕事をされている方がいる状

態であります。冬場になると専念できるのですけれ

ども、夏場は別の仕事に行かれいる方もおりまし

て、それで予定している方が急に都合が悪くなった

りする状況がありまして、現実にはうちの職員がそ

れら不足する部分をカバーしているというような実

態もことしはありました。 

 現状でありますけれども、７月１日から今、募集

しておりまして、また１名応募されてきまして、決

定しましたので、７月からは一応２０名というよう

な形で対応を図っていく部分なのですけれども、な

かなか執行方針の中にも人材確保について書いてあ

るとおり、非常に専門性も含めてなかなかこちらの

希望どおりの方が順調に集まっている部分ではあり

ません。 

 したがって、それら何らかの策を講じなければな

らないというような、賃金、例えば上げるだとか、

ある意味そういう部分で対応も考えていかなければ

ならないなというふうに考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 人材確保にぜひ御尽力いた

だきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、３番村

上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 私はさきに通告してありま

した件について町長及び教育長に対して質問いたし

ます。 

 まず、第１点目は介護保険制度の計画についてお

伺いいたします。 

 今回の介護保険制度の見直し案の中には、自助・

自立を基本に据え、公的給付の削減を打ち出し、介

護の責任を家族や地域に押しつけようとするもので

はないのでしょうか。 

 平成２７年度から介護保険制度が改定され、各自

治体においても介護保険計画の策定が求められてい

ますが、次の点についてお伺いいたします。 

 １点目は、要支援１、２の訪問、通所介護、地域

支援事業に移行されようとする計画です。その受け

皿としてボランティア、あるいはＮＰＯ法人などを

活用するとなっております。 

 そこで、町の体制について伺いたいと思います。

また、専門職の支援が受けられなるという状況の中

で、要支援１、２の人たちが、その弊害は出てこな

いのかお伺いします。 

 二つ目には、要支援者は何らかの疾病を抱えてい

ると考えます。上富良野町の現状についてお伺いい

たします。 

 三つ目には、高齢化が進む中で安心して入所でき

る施設の整備が必要となってきております。特別養

護老人ホームの増床や認知高齢者がふえるという状

況の中で、グループホームの新設が上富良野町にも

求められていると考えますが、今後の対応について

お伺いいたします。 

 四つ目には、改正案の中には特養の入所者は原

則、要介護３以上となっております。そうします

と、要介護１の人が入所したくても入所ができない

というような状況が見受けられるかというふうに思

いますが、この点についてお伺いいたします。 

 五つ目には、介護保険料の見込み額についてはど

のようになるのかお伺いいたします。 

 次に、子どもの医療費無料化についてお伺いいた
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します。人口の減少が地域の活力をも奪いつつある

ということ、これが社会問題になってきています。

上富良野町においても、人口の流出を少しでも抑制

する施策が強く求められていると考えます。 

 特に、若い世代の定住ができる環境づくりはこれ

から必要だと考えております。 

 上富良野町子ども・子育て支援事業計画の策定の

ためのアンケート調査の結果の中にも、数々の保護

者からの要求が出され、小児科の設置や子育てに対

する経済負担の軽減、また町立病院における小児科

の設置などなど、多数の要望が寄せられているとい

う状況、またその中でも子どもの医療費の無料化を

求める声が多数を占めるという実態が伺います。 

 町はこの間、この医療費の無料費の無料化拡大に

ついては、総合的に判断して検討したいとあいまい

な答弁を繰り返すという状況であります。どのよう

にこの間、検討されているのかお伺いいたします。 

 子育て世代を支援するためにも、医療費の無料化

を当面、最低でも小学校、次に中学校へと拡大し

て、子どもたちの健康、これを守ることが必要だと

思いますが、この点について町長の見解を求めま

す。 

 次に、除雪サービスについてお伺いいたします。

高齢化が進む中で、除排雪の要望は高まってきてい

るような感じがします。 

 現在、除雪サービスは町民税非課税世帯で障がい

者、高齢者世帯を対象に実施されています。その対

象範囲は、玄関から道路に出る間の通路が対象で、

家の周りや屋根の雪おろしは対象外となっていると

いう状況にあります。北海道の冬期間においては、

高齢者、独居世帯などを対象に上富良野町において

も除雪ボランティア等で除雪対策を実施していると

いう状況にありますが、しかし十分とは言えませ

ん。 

 今後、除排雪サービスの対象範囲を見直し、屋根

などに広げるなど見直しが必要だと考えますが、今

後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、定住化対策についてお伺いいたします。上

富良野町においても、産業構造、就労形態の変化で

人口の減少、流出が今後とも予想されます。今、各

自治体では、人口流出を少しでも抑えようという状

況の中で、若い世代への定住化を促す支援策が実施

されてきております。 

 この間、何回か質問もさせていただきましたが、

具体的な答弁には至っていないという状況であり、

上富良野町においても若い世代が住宅を購入すると

き、その購入費用の一部を助成するなど、制度を設

け、定住化を促す具体的な誘導策が必要だと考えま

すが、今後の対応についてお伺いいたします。 

 次に、いじめ予防対策について教育長にお伺いい

たします。 

 各自治体では、いじめ防止に関する条例が制定さ

れてきております。町の教育委員会としても、いじ

め防止に関する条例を制定しようという動きがあり

ます。その骨格についてはどのようになっているの

かお伺いいたします。 

 二つ目には、今、いじめ予防対策という形の中

で、弁護士によるいじめ予防授業が各地で広がりを

見せるという状況です。いじめる側が悪いのか、許

されているいじめがあるのかなどなど、子どもたち

に問いかけるものであり、人権の立場からわかりや

すく語るいじめ予防授業となっております。 

 これで全てが予防できるというものではありませ

んが、上富良野町においても今後、十分検討する余

地があると思いますが、この点についてお伺いいた

します。 

 次に、社会教育総合センターの整備についてお伺

いいたします。 

 社会教育総合センターは、高齢者の方も非常に多

く利用されるという状況の中で、その中で和式のト

イレに対して洋式のトイレが少ないという声が聞か

れ、この点についても早急な改善が必要だというふ

うに考えておりますが、これらの点についての今後

の対応についてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの介護保険計画に関する５点の御

質問にお答えさせていただきます。 

 国におきましては、介護保険制度の改正案を含め

た地域医療、介護、相応確保推進法案が衆議院を通

過し、現在、参議院で審議されているところであり

まして、町におきましては現在、これらの改正内容

を勘案した中で、平成２７年度からの３カ年にわた

ります第６期の介護保険事業計画の策定に向けて、

準備を進めているところであります。 

 まず、１点目の要支援１、２の訪問介護、通所介

護の地域支援事業への移行についてでありますが、

今回の改正内容は市町村が地域の多様な主体を活用

して、地域の実情に応じた取り組みができるように

改正されたものであり、その中で既存の介護事業所

のサービスも利用可能となっておりますことから、

専門的なサービスを必要とされる方には引き続き、

専門的なサービスを提供していくことが重要であ

り、これまでのサービスに低下を来すことがないよ

うに取り進めていかなければならないと考えており

ます。 

 今後は既存の介護事業所によるサービスに加えま
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して、介護予防や生活支援サービスの充実のため、

ＮＰＯ法人やボランティア活動などを通じ、地域全

体で高齢者を支え合う仕組みづくりが重要となるこ

とから、町内の高齢者福祉を主な活動としておりま

すＮＰＯ法人１団体、またボランティアセンターを

中心とした多くの団体の御支援をいただきながら、

社会福祉協議会を初め、関係団体と協議を進めると

ともに、実態を把握し、恒常的な支え合いの仕組み

づくりについて検証してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、２点目の要支援者の現状についてでありま

すが、要支援者は食事や排せつなどはほぼ自立して

いるものの、掃除など生活の一部に手助けが必要な

方でありまして、また、それぞれが何らかの疾病を

抱えており、要介護状態となることを予防するため

支援を要する状態となっております。 

 本年３月末現在では、町内で５７名の方が要支援

の認定を受けている状況にあります。 

 次に３点目の介護保険施設等の整備についてであ

りますが、特養、老健､療養型の介護保険３施設を

含め、グループホームや小規模多機能といった地域

密着型施設のほか、有料老人ホームやサービスつき

高齢者住宅など、多様な施設の整備が進められてお

りまして、本町におきましても昨年度、小規模多機

能施設と住宅型有料老人ホームが開設されたところ

であります。 

 しかしながら、高齢化が進む中で介護を必要とす

る高齢者は確実にふえ、とりわけ認知症高齢者につ

きましては、年々増加が予測されております。 

 議員御発言にあります町の特別養護老人ホームの

増床につきましては、現在、このような考えは持ち

合わせておりませんが、グループホームを含め、そ

の他の施設整備につきましては必要な課題と認識し

ておりますので、多様なニーズを捉えながら、次期

介護保険計画の中で反映ができるよう検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、４点目の特別養護老人ホームの入所基準に

ついてでありますが、制度改正後は新規入所につき

ましては原則、要介護３以上の方となります。高齢

化とともに、介護度の高い方も増加していくものと

想定される中、特養の入所が必要な中重度の方が長

い時間待機することなく、入所が可能となりますよ

う、介護度に応じて一定程度の施設のすみ分けなど

も必要不可欠なものと理解しているところでありま

す。 

 次に、５点目の次期介護保険料の見込み額につい

てでありますが、次期計画の中で先ほど申し上げま

した施設整備等も含めまして、３カ年の介護給付費

を算定し、介護保険料を決定することとなります

が、今後におきましても高齢化が進む中で要介護認

定者も増加していき、それに伴い介護給付費も増加

していくものと予測されることから、国の試算にお

きましては現在、全国平均で５,０００円程度の保

険料が、２０２５年には８,２００円程度に上昇す

ることが見込まれると示されております。 

 本町におきましても、将来を見きわめ、介護保険

事業の安定的な運営を図る上からも、一定程度の保

険料の上昇は避けられないものと予測しているとこ

ろであります。 

 いずれにいたしましても、今年度は次期計画の策

定年度に当たりますので、介護保険事業運営協議会

を初め、町民の皆様の御意見を賜りながら策定作業

を進め、素案がまとまり次第、議会へもお示しして

まいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの子どもの医療費無料化に関する

御質問にお答えさせていただきます。 

 村上議員の御質問にもお答えさせていただいてお

りますが、幼児の医療費助成につきましては北海道

の医療給付事業と連携し、町独自の給付措置を行っ

ているものであります。 

 議員御質問の子どもの医療費の無料化拡大につい

てでありますが、現在、町独自といたしましてもさ

まざまな子育て支援策を実施させていただいており

まして、医療費の無料化の拡大につきましては子育

て支援の一つとして否定するものではありません

が、村上議員にもお答えさせていただきましたよう

に、子育て支援、あるいは定住対策などを総合的に

検討し、どのような取り組みが今後のまちづくりを

進める上で重要かを見定め、また、このたびの子ど

も・子育て事業計画、支援事業計画策定時のアン

ケート結果なども十分に参考にさせていただきなが

ら、早期に方向づけができるように検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、３項目めの除雪サービスに関する御質問に

お答えいたします。 

 積雪寒冷地である当町にとりましては、冬期の除

排雪は町全体の課題であるとともに、低所得者で虚

弱な高齢者の方々などにあっては切実な問題であり

ます。 

 このようなことから、除雪が困難な高齢者などで

非課税世帯の方を対象に日常生活の維持及び緊急時

の通路を確保するため、在宅福祉事業の一つとして

除雪サービスを社会福祉協議会に委託し、実施して

いるところであります。 

 除雪サービスは、町の福祉施策として実施してい

る事業でありますことから、対象者やサービス内容

に一定の基準を設けることについては御理解をいた
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だいているものと受けとめておりますが、家の周り

や屋根の雪おろしで御苦労されている実態もあるか

と思われますので、これまでの事業実施の中での課

題も含め、除雪サービスのあり方について社会福祉

協議会等と課題の整理や改善策などについて協議を

行い、安心して暮らせる体制の整備に努めてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

 次に、４項目めの定住化対策に関する御質問にお

答えいたします。 

 定住促進化対策につきましては、これまでも米沢

議員も含めて多くの議員から御意見をいただいてい

るところであります。 

 この中で、以前から申し上げておりますように、

私の定住促進対策に対する基本的な考えは定住促進

に最も重要なことは、町民の方々が転出せずにこの

町で安心して暮らしを立てられるまちづくりが基本

でありまして、また移住者の方におかれましても、

町に活気が満ちあふれ、魅力的な町と感じられるま

ちづくりを進めることが重要であると考えており、

この町に住み続けたい、この町に住んでみたいと実

感できるまちづくりの実現に最大限取り組むことが

結果として定住、移住促進につながるものと考えて

おります。 

 そのためには、平成２３年に策定いたしました定

住、移住促進計画に基づく子育て・福祉・健康づく

り対策の充実、産業振興及び雇用対策などの事業、

関係諸団体や町民と連携、協働しながら着実に進

め、実効性を高めていくことが最も必要なことだと

考えており、現在、それらに向けての事業が少しず

つ進展してきておりまして、さらに積極的に取り組

んでいくことが重要だと考えております。 

 このようなことから、議員御提言にあります定住

対策としての住宅を購入する際の助成などの制度に

つきましては、考え方の一つとして理解するもので

はありますが、私といたしましては財政支援を伴う

住宅購入奨励策を定住対策の一つに位置づけする考

えについては、現在のところ持ち合わせておりませ

んので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ４番米沢議員の５項目め

のいじめ予防対策に関する２点の御質問にお答えい

たします。 

 まず、町におけるいじめ防止に関する条例の制定

でありますが、国におきましては昨年９月に「いじ

め防止対策推進法」が施行されるとともに、「いじ

め防止等のための基本方針」が策定されたところで

あります。 

 これを受け、北海道においては本年４月から「北

海道いじめの防止等に関する条例」を制定し、いじ

め防止等のための対策を総合的、効果的に進め、児

童生徒の尊厳を守るとともに、児童生徒が互いの違

いを求め合い、支え合いながら健やかに成長できる

環境をつくることを目的にしています。 

 当町におきましては、いじめ防止対策推進法に基

づき、各学校において「学校いじめ防止基本方針」

の策定とともに、学校におけるいじめ防止などの対

策のための組織を設置したところであります。 

 また、富良野市が６月議会に上程すべく「いじめ

ＺＥＲＯ（ゼロ）推進条例案」をまとめたところで

す。 

 ４月末に行われました富良野沿線教育長会議にお

いて、条例などの策定に向け各市町村の担当が集ま

り、情報交換、情報共有を図り、検討協議の場を設

けることを申し合わせしているところであります。 

 教育委員会といたしましては、条例制定に向け今

後、作業を進めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 また、弁護士によるいじめ予防授業であります

が、日本弁護士会では平成２７年７月「滋賀県大津

市の公立中学校の自殺事件に関する会長声明」を発

表し、子どもの権利条約に立ち返った抜本的な対策

を提言し、これを受け大津市は弁護士を委員に含む

第三者委員会を設置し、その報告書の中においては

単に自殺原因を究明するだけではなく、将来にわた

る予防策として学校での弁護士の活用などの提言を

含むもので、全国において弁護士による出張授業を

行い、一緒にいじめ問題を考える活動が一部の弁護

士会で行われております。 

 これまで、当町におきましては学校における道徳

教育のほか、全町の幅広い組織で構成する「上富良

野の青少年健全育成をすすめる会」が主体となっ

て、毎年、児童生徒の代表による「なかよしサミッ

ト」を開催し、「いのち」に関するテーマを設け、

グループ討議を行っております。 

 こうした取り組みがいじめの未然防止につながっ

ていると考えておりますが、このような弁護士会の

活動の取り組みも参考としながら、引き続きいじめ

問題に意を用い、取り組んでまいりますので御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、６項目めの社会教育総合センターの整備に

関する御質問にお答えいたします。 

 社会教育総合センターの和式トイレの洋式化であ

りますが、近年は個人住宅や公共施設でも洋式トイ

レの普及が進み、和式トイレの比率を超えるように

なっています。 

 現在、社会教育総合センターには、一般のトイレ

が男女それぞれを１カ所と数えると１階に４カ所、
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２階に２カ所あり、１階は大便器数２０基のうち４

基が洋式、２階は５基のうち洋式がゼロとなってお

ります。全体では２５基のうち、４基が洋式として

設置されております。 

 昨今、高齢化の進展により公共施設を利用する年

代も高齢者がふえるなど、和式より利用がしやすい

洋式を使用する方がふえております。 

 こうした利用者ニーズに応えるよう、教育委員会

では２階トイレの洋式化を図るとともに、１階に洋

式トイレを増設する検討を進めておりますので御理

解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 昼食休憩に入りたいと思い

ます。 

 再開は、午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 傍聴の皆さん、大変、御苦労さまでございます。 

 午前中、米沢義英君の質問並びに町長の答弁が終

了いたしましたので、再質問から開始いたします。 

 ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） まず、介護保険制度の問題

についてお伺いいたします。 

 今後、国の地域医療介護保険推進法という形で、

来年度から施行されます。 

 その中で、質問の中にもありましたけれども要支

援１、２、この部分については訪問介護、通所介護

の地域支援事業に移行するということになって、い

わゆる要支援者が本来の全国一律のサービスが受け

られなくなる、あるいは自治体の財政格差によって

従来のサービスが受けられなくなるということが

今、全国的にも問題になってきているというのが実

態であります。 

 そこへ持ってきてさらに、ＮＰＯ、あるいはそれ

にかかわる団体等によって支援体制を移行すること

もできるのだということになります。 

 私、ここで強調したいのは、本来、この要介護

１、２という方々というのは、この第２点目にも書

いてありますけれども、何らかのやはり疾病を抱え

る、脳疾患だとか、軽い認知症などにかかっている

という状況の中で、要支援とはいえやはり必要な専

門的なサービスを受けなければ、やはり改善をでき

ないというような病状にあるということが、やはり

ポイントになってくるのだというふうに思います。 

 町では、確かにそれに変わった段階においては専

門的な支援は受けれるようにはなるというような答

弁はされております。しかし、今回の介護保険制度

の中身を見ますと事業所に委託をした場合などなど

については、報酬単価そのものが切り下がってしま

うというような、そういう制度でもあるという状況

になってきています。 

 そういうことを考えれば、やはり私は単に今回の

問題は要支援１、２の方が、地方自治体の裁量に

よって従来のサービスを受けられるどころか、逆に

そういった専門的な支援がやはり未然に水際の中で

やはりカットされてしまうというような危険性があ

るということを指摘せざるを得ないというふうに私

は考えております。 

 答弁の中にもありますが、清掃だとか、生活につ

いても一部手助けが必要な人だとか、そういった状

態の方が町内で５７名おられるということですか

ら、こういう方たちが今の上富良野町の介護計画で

いえば、要支援の段階から、その前からやはり予防

を健康管理をして、少しでも介護にかからないよう

な、そういった仕組みをつくってきているわけです

から、そういう人たちにやはり手厚い介護体制を専

門職の支援の中でやはり支援していって、生活の自

立できるような改善策につなげていくというのが、

やはり本来の介護制度のあり方ですから、やはりこ

ういったところが今回の新しい介護制度の中では幾

ら自治体の裁量でできるというような方になってい

るのかもしれませんが、実質、制約されるというよ

うな弊害が私は出てくると思いますが、この点、町

長はどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の今後におき

ます介護支援にかかわります御質問にお答えさせて

いただきますが、今、議員が御質問にありましたよ

うな内容､現行の介護の支える仕組みが低下するの

ではないかというような御懸念に対しましては、そ

れはこの新しい制度の仕組みの中で、国がつくろう

としている仕組みの中で地域の格差を生じるような

ことがあったり、そういったことは国の責任として

ならないように、しっかりと制度設計をしてほしい

ということは、これは私ども自治体、町村会等を通

じて、それはしっかりと国にも申し上げておりま

す。 

 今、国が示されております中で、地域に密着した

その支援策を講じられるようにしようということで

ございまして、現在、サービスを提供させていただ

いております専門的な部分も含めまして、それらを

低下をさせるようなことは、これは想定もしており

ませんし、ただ多様な介護が、支援が地域によって

できるような体制整備につきましては、これはボラ
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ンティアの皆さん方ですとか、さまざまな力をかり

て厚くしていこうということでございますが、それ

らについては現在、今、しっかりとした上富良野町

においても、仕組みも整っておりませんし、そう

いったことを十分手厚くすることによって、現在、

要支援１、２の方々につきましては、さきのお答え

で申し上げましたが、やはり何らかのハンディを

持って生活をされている実態もございます。 

 ですから、国が言っております支援制度につきま

しては、しっかりと今の制度が低下をさせないこと

をまず第一として、さらにその介護支援が介護にな

らないような、そういうようなことに事前に防止で

きるように､町としてはむしろこれから新しい仕組

みの中で、しっかりとサポートしていけるような仕

組みをどうやってつくっていくかということに今、

力に注ごうとしているところでございまして、支援

を現在受けておられる、あるいは今後、そういう状

況が生まれた方々につきまして不安を与えるような

ことはないようにはしっかりと取り組んでいきたい

と考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 今、ＮＰＯだとか、ボラン

ティア等を活用して、そうした要支援者に対する支

援をさらに高めなければならないということで、上

富良野町においてはまだまだそういった部分は町長

の答弁では充実されていないということで、万が

一、そういう移行がされた場合、ここが一つの大事

な要素になってきて、支援体制の一つの大きな力に

なるわけですから、そういった体制づくりは当然、

必要だと思いますし、よく実施する上に当たっては

何が障がいになるのか、委託する場合に至っては、

どういったものがハンディとなって運営できなくな

るのかということをきっちり抑えるということを現

状認識できっちり抑えることが必要だというふうに

思います。 

 そういう意味では支え合いの仕組みをつくるとい

うことは、決して重要な要素でありますから、その

仕組みをぜひつくっていただきたいというふうに考

えているところです。 

 次に、お伺いしたいのは、介護施設の増床等につ

いてであります。介護計画等に至っては、これから

介護される高齢者の方がふえる、認知高齢者の方が

ふえるという状況になってきております。 

 そういう意味では現行の介護施設の中では、当

然、十分、在宅で賄ったとしても、社会的な要因の

中で、やはり在宅で見れない方、そういう家庭環境

の方が上富良野町の中でもたくさんいらっしゃいま

す。 

 そういう人たちをどうやはり受け皿として、そう

いう施設に入所してもらえるような環境をつくるの

かということが、在宅も大事ですけれども施設入所

という点でも非常に重要になってきているというふ

うに思います。 

 そこでお伺いしたいのは、グループホームについ

ては、今後、介護計画の中に反映するけれども、特

別養護老人ホーム等については、これは介護計画の

中には盛り込まないというような答弁であります

が、これでは安心して入所できるような、そういっ

た介護者が、いわゆる介護されている方も含めて環

境にはならないと思いますが、特別養護老人ホーム

の新設、増床等についても、介護計画の中に位置づ

ける必要があると思いますが、この点、どのように

お考えなのかお伺いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の介護施設等

についての御質問にお答えさせていただきますが、

まず、基本的な認識といたしまして、議員からお話

もございましたけれども、施設介護を必要とするよ

うな状況の中で、在宅介護を余儀なくされていると

いうような実態は、これは何としても起こすわけに

もいきませんし、おかげさまで上富良野町において

は緊急性を要する施設介護であるべき状況の方が、

在宅介護を余儀なくされているというような状況に

あるというふうには、私は現在、認識しておりませ

んで、特に在宅介護、国としては在宅介護を進める

というような方針も示されておりますが、それはそ

ういったことが可能な方については、当然、そうい

う対応をということになりますでしょうが、やはり

何としても施設介護に頼らざるを得ないという実態

もあることも一方では事実でございます。それらを

しっかりと安心を支えていくことは、私の基本的な

認識でございます。 

 そういう中で、上富良野町におきます現在、町が

運営しておりますラベンダーハイツに象徴されます

ような施設の将来の考え方につきましては、町が設

置するそういうような介護施設等についての増床は

次期計画の中に盛り込むというような状況は、そう

いうようなことは想定しておらないところでござい

ます。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように町と

しての施設増床を果たせなくても､地域全体として

そういう在宅が無理な方が在宅を余儀なくされてい

るというような状況は、それは私はある程度、解消

していけるものというふうに考えておりますので、

介護施設の整備につきましては、このような御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 
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○４番（米沢義英君） 町長の考え方は一貫して前

回の答弁でも、質問でも答えられておりますけれど

も、在宅介護が非常に困難な方もいるけれども、近

隣の施設に入所されているから､実質、上富良野町

には待機者というのはいないのだというような、そ

ういうニュアンスの答弁をされています。 

 しかし、私はそうではなくて、他の自治体にもう

既に入所していて、こういう人たちも私はもう待機

者であって、このぐらいならば地元の身近な施設で

入所施設があれば、入所したいというのがそういう

介護者の思いです。 

 この間、こういう方がおられました、今、有料つ

きの介護の有料つきのグループホームやら、老人の

施設があるけれども、そこでは基本料金が最低でも

７万円から８万円、そこで介護を利用したら、やは

り十二、三万、もうかかってしまうのだという話で

す。 

 そうすると、やはりわずか二人合わせても１０万

そこそこの年金で生活されている方、上富良野町に

のたくさんいます。どらかが、やはり状態が悪く

なって入所せざるを得ないという形になった場合、

そういう施設に入れるのかということになったら、

決して入れないです。お金が足りない。 

 条件として、もしも入れるとすれば子どもさんだ

とか、いわゆる兄弟だとかで支援してもらって初め

て、そういう入所できる条件が整います。これは、

条件ですから、条件がなければそういう施設にも入

れないという状況です。 

 こんな方がいました。私のところに電話来まし

て、今、お父さんがそういった施設に入っているの

だけれども、もう私の年金と合わせてようやく十

二、三万あるかないかだと、もうこれ以上、私もそ

の本人の奥さんなのですけれども、手術してうちに

在宅でうちの主人を見ようとしても見ることができ

ないのだと、そのためにはやはり一定、上富良野町

でも安心して入所できるような施設をつくってほし

いのだというのです。涙ながらに話してくれたので

す。 

 私は、その電話を受け取ったときに、どのような

思いでこの人が電話してきてくれたのかなと思うと

き、本当に胸が熱くなって涙がこみ上げるような、

そういう状況でした。 

 ですから、今、そういう方がたくさん恐らく潜在

的におられて、この上富良野町にも少しでも安心で

きるような介護施設、そういったものがあれば入所

したいのだと、そういう方がたくさんおられるのだ

という事実を町長はどのぐらいまできっちり真剣に

受けとめられておられるのか、私はこの間の町長と

のやりとりの中では、近隣の施設に入所しているか

ら十分、在宅、待機者もいないという状況で十分賄

えるのだというような話ですけれども、私は町長の

そこは勘違いしているのだろうと思うのです。もっ

と、上富良野町の介護されている方の実態も掘り下

げて、やはりその実態をきっちりくみ上げた介護計

画をこれからの来年度に向けてやはり老人ホーム

を、ラベンダーハイツの特養を設置するなどの、そ

ういった体制づくりは絶対必要だと思いますが、こ

の点、町長どのようにお考えですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の介護施設の

整備に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 私がそれぞれ各担当課、現場等の実態を常に把握

するように努めております。そういった中で、米沢

議員と見解を異にいたしますけれども、待機者の実

態、あるいはどのような介護状況にあるかというよ

うなことを総合的に、日々私なりに判断させていた

だいておりますが、そういった中で、非常に急を要

するような待機者、あるいは潜在的に待機者、そう

いったものが例えば一つの例でラベンダーハイツを

例にとって申し上げますと、入所枠が生まれたと、

新しい入所者をお迎えできる、声をかけるような状

況ができたときに、常にそういうような潜在性のあ

る方々にお声がけをさせていただいておりますが、

そういった状況の中でも今、入所することは遠慮さ

せていただきたいというようなことでベッドが埋ま

らないというような状況もここずっと発生する状況

もありまして、そういったことを総合的に判断し、

また一方ではそういった施設整備は町民の皆さん方

に御負担を直接おかけする一つの要因でもあります

し、なるべくそういう重度化しないように、あるい

は在宅が可能であれば在宅で何とか頑張っていただ

けるようなことに、やはり思いを注いでいくことも

一つの高齢者対策だというふうに理解しております

ので、これはこれからの高齢化率がどうなっていく

か、あるいは介護の状況はどうなっていくかという

こと、今こうだから１０年後もこうだということを

断定して申し上げることはしませんけれども、その

状況、その時々の状況、あるいは近い将来を見据え

た中での対応は常に頭の中に置いている状況でござ

います。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） まだまだ町長の認識は浅い

のだというふうに私は思います。ぜひ、今回の制度

改正で、やはり被害が受けるという状況になれば安

心して入所できるような介護施設を少しでもつくっ

てほしいというのは待機者の思いです。 

 そういう状況があるのに、国は今後、来年度から
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原則としてですけれども、介護３以上の方でなけれ

ば特別養護老人ホームに入れませんというような制

度をつくります。この電話かかってきた方は介護度

１だそうです。恐らくそういう状況であれば、単純

に当てはめますけれども、国の３以上でなければ入

所できないということでは、この人はおのずと省か

れるという状況になります。 

 そうしたら、家庭でその介護ができるのかという

ことになります。確かに２４時間、そばについて

ホームヘルパーさんや介護士さんや、そういう人が

いれば十分、対応はできるかもしれません。だけ

ど、本人自身も体が弱くて、そして夜も眠れない、

汚い話をするかもしれませんが下の世話もしなけれ

ばならないということで、もう寝るにも寝られない

という状況になった場合に、こういう人たちをどこ

がやはりきちんと守るのかとう話を私はしたいので

す。 

 そういう人たちが来年度から始まる介護制度の中

では、もう３以上でなければ入所できないのだとい

うようになれば、この人たちの置き場、身を置く場

所がなくなってきている。そういう実態をやはり見

なければならないのだというふうに思います。 

 そういう意味では、この要介護３以上の原則とし

て特別養護老人ホームに入所できないという制度

は、まさにそういった地方の介護されている方の実

態を見ないものであるというふうに私は思います

が、町長はそこら辺はどういうふうに解釈されてい

るのかお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 特別養護老人ホームの入所の目安につきまして、

国のほうでは今後、介護度が４、５の中重度者の方

を優先して入所するというような方向が既に示され

ております。 

 先ほど、冒頭のお答えでも申し上げましたけれど

も、やはりこれだけ入所される方の潜在性が高まっ

てきている状況、一方では私、国の代弁するわけで

はありませんけれども、国、全体でこの福祉を支え

るというような中で、仕組みづくりの中ではやはり

そういう特養について入所対象者の層を一定程度す

み分けしていくというようなことは、これは制度の

中ではやはり場合によっては避けて通れない手法な

のかなということで、願わくば皆さん希望する皆さ

んが入所できることは一番望ましいわけでございま

すけれども、しかし、それを全て我々自治体も、さ

らに国もそれを満たすことは可能かというと、それ

は現実的ではないというふうに思いますが、そうい

う流れの中でその入所基準に満たない方々を地域だ

とか、あるいは在宅も含めて安心して暮らすことが

できるような仕組みを一方でしっかりとつくってい

くということとあわせて、一定程度のすみ分けとい

うことも理解していかなければならないことだと、

そういうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 町長の言うようにすみ分け

で物事が、事が足りるというような現状ではないと

いうことは伝えておきたいと思います。 

 きっちりとやはり介護計画の中にも特別養護老人

ホームの増床、こういったものをきっちりと位置づ

ける要因はありますか、その自治体が設置するかど

うかは別としても、民間の業者がこういった計画の

中に位置づけてもらうというのも必要な方法ですか

ら、まず計画がなければ物事は進みません。そうい

う意味では、きっちりとした介護計画の中に位置づ

ける必要があると思いますが、この件、答弁お願い

いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 とりわけ施設にかかわります整備計画、あるいは

事業計画等につきましては、やはりしっかりと実態

を見きわめた中で、将来を、あるいはさらにつけ加

えて申し上げれば町のほうから出る財政状況も含め

て、そういう中から上富良野町が選択すべき道を計

画の中に示してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 相変わらず曖昧な答弁で、

きっちりといつごろまでその計画の中に盛り込むか

というのが示されていないわけで、非常に残念だと

思います。 

 やはり全体としてどういう介護体制が必要なのか

ということを、やはり町としても十分、論議もされ

て、介護制度の中にぜひ生かしていただきたいとい

うことを再度申し上げて、次の点について質問をい

たします。 

 子どもの医療費の無料化の問題ですが、町長は相

変わらず総合的に判断してという形で、この間、数

回質問してきましたけれども、同じような答弁を繰

りかえしてきています。 

 もう数回ということは１年か２年という形で、そ

の前から質問をしていますから、いまだにその結

論、無料化にするか中学校まで医療費を無料化する

かどうかわからないというような話でありますけれ

ども、やはり一定、結論をもう出すべきだというふ

うに思います。 
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 村上議員の答弁の中では総合的に判断してという

ことで、相変わらず従来のオウム返しで事を濁そう

としているという状況でありますが、町長はこの子

どもの医療費の無料化については子育てアンケート

の中にもありますけれども必要だと考えております

か、それではお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 米沢議員の子どもの医療費

の関係につきましての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 非常にお互いにかみ合わない質疑を何回も何回も

繰り返すというのは、お互いに不幸なことでござい

ますけれども、私、常に申し上げておりますけれど

も、一つのものを切り取って、それがいい悪い、す

る、しないという議論で済まないと。やはりこの町

全体を預かる者としては、やはり安心して子どもの

子育てから高齢者に至るまで安心して暮らしていけ

ることができるような仕組みをしっかりと町民の皆

さん方にお示しするのは、私に課せられた責任でご

ざいます。 

 子育てに関しましても、今、議員が御質問のよう

な部分については、まだその方向づけを皆さん方に

お示ししておりませんけれども､一方では子育てに

関します他の施策をもって子育てがしやすいような

環境づくりにも既に実施させていただいておりま

す。 

 そういったことを含めて総合的という言葉で表現

させていただいておりますが、必ずしも総合的にと

いう言葉を用いて何もしていない、何もしてこない

というように理解されることは大変、私としては不

幸でございますけれども、そういうようなことを今

までの経過を見ていただければ判断していただける

と思いますけれど、そういう中で新しい子育て、子

ども・子育て支援計画の中で位置づけが可能か、先

ほど村上議員にもお答えいたしましたけれども、可

能性を含めて検討させていただきたいということ

で、それに全て含まれているということで御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） 可能性を含めてということ

でありますから、町長のその言葉を信じれば、いつ

になるかわかりませんけれどもきっちりと政策を展

開する必要が私はあると思います。 

 そのための子育て支援計画に基づいたアンケート

調査を行っているわけですから、それを有意義に政

策の中に生かすかどうかというのは町の人たちも見

ているわけですから、この点、ぜひ実行していただ

きたいのと、今、道では入院については小学校ま

で、通院については就学前までという形になってお

ります。上富良野町もたしか同じだというふうに思

います。 

 そのことを考えたら、やはりステップアップでき

る環境があるのです。道と同じであれば、さらにそ

れをせめて通院を小学校６年生までにステップアッ

プできる環境はあるわけですから、そういうきめ細

かな子育て支援の対策というのが今、町長に求めら

れるのです。道と同じレベルでは、他の市町村も既

にそこらはクリアして、小学校、あるいは中学校ま

での医療費無料化のところまでいっているわけです

から、そこを改善する気はありますか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ４番米沢議員の御質問にお

答えさせていただきますが、村上議員のときも同じ

ようにお答えさせていいただいておりますが、子ど

もの医療費を助成枠を拡大、あるいは無料化を図る

ということは、子育て支援策の一つであるというこ

とは、私は否定もしておりませんし、非常にこのた

びのアンケート結果等を見ましても、非常にそうい

うような要望を持たれておられる方が多いという実

態も把握しております。 

 しかし、それだけを切り取って子どもさんの医療

費に特化し政策を打つことが町全体の子育てや定住

対策につながることかということ、これはやはり少

し研究しなければならないというようなことでござ

いますので、先ほど申し上げましたように医療費の

助成の拡大、あるいは無料化等についても選択肢の

中に入れて検討したいということで申し上げており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） なかなかはっきり答弁され

ないので、私、ほかの子育て支援の政策について

も、町の独自の政策いろいろありますから、そう

いった意味では評価していますが、さらにやはり定

住化促進と、やはりアンケートにも書かれているよ

うに負担軽減の対策、子どもの健康管理の上からも

ぜひ、実施していただきたいと思っています。 

 次に、除雪サービスについてお伺いいたします。 

 今、除雪サービス、福祉協議会等で行っておりま

すが、町民税の非課税世帯、障がい者、高齢者とい

う形で玄関から道路の間の通路が対象であります。 

 最近、北海道は特に冬場ですから屋根にも雪が積

もりますし、その落ちた雪が周りに積もるという状

況の中で、やはり屋根、あるいは敷地のところも除

雪の対象にふやしてほしいという高齢者の切実なや

はり声も聞かれているという状況になってきており

ます。 

 そういう意味では、いろいろな課題、問題がある

かもしれませんが、やはり除雪サービスの中にそう
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いった部分もきっちりと対象の中に組み込む、そう

いう体制づくりが今、求められているというふうに

思いますが、この件について答弁お願いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 高齢者、あるいは障がいを

持っておられる方等の除雪サービスについての御質

問でございますけれども、快適な北海道であるがゆ

えに雪の障害を除去して快適に暮らしていただくと

いうことをつくっていくことは、これは私も全く思

いは一緒でございます。 

 現在、除雪サービスさせていただいております

が、既に現場から、あるいはその委託を受けておら

れる事業者の方々から、やはり今の仕組みの中でい

ろいろ課題も発生してきていると、生まれてきてい

るということもお聞きしておりますので、どういう

ように除雪体制というもの、サービスというのもを

つくり上げていけばいいかということ、来年のと申

しましょうか、ことしの冬に向けて改善できるとこ

ろがあれば、改善していこうというようなことを検

討しようということで指示を出しておりますので、

ただ、どういったことまでをサービスをすることが

御不便をおかけしない暮らしになるかということ

は、一定程度、整理をして、そのサービスの体制を

整えてまいりたいと考えておりますので、まさにそ

れは検討課題だということで指示をしているところ

でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、４番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 次に、５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 私は、さきに通告をしてお

ります３項目４点につきまして、町長お伺いしたい

と思います。 

 初めに１点目でございますが、町内一斉クリーン

キャンペーンの日の制定についてお伺いをいたした

いと思います。 

 本町におきましても、観光シーズンが始まります

前に来町者であったり、また観光客、さまざまな観

光客を初めとした方へのおもてなしの一環というこ

とで、現在シーニックバイウェイ大雪・富良野ルー

トが声かけをしまして、国道及び道道、町道のごみ

拾いを行いまして、１０年が経過をしているところ

でございます。 

 この間、さまざまな町内の各団体が参画をいたし

まして、さらには行政もその手伝いを行って現在、

参加団体はことしは行政を含めまして約２０団体、

述べの参加人数も１５０名を超える大変、大きな事

業へと発展をしているところでございます。 

 スタート当初は、単純に国道２３７号線のごみ拾

い沿線の歩道の周りのごみ拾いから始まったわけで

はございますが、近年は道道、さらには上富良野町

内の町道といった部分にまで参加団体が多く加入す

ることにより、拡充が行われている状況でありま

す。 

 そこでお伺いいたしますが、この事業をさらに町

全体として効果的に行うためにも、ぜひその行政が

てこ入れをいたしまして、仮称でございますが上富

良野町クリーンデーのようなものを町として制定を

しまして、住民会、そして町内会、さらには老人

会、子ども会等と連携を図りまして、ぜひこの上富

良野町の観光シーズンが始まる前の時期などにあわ

せて、町内全域の清掃活動を行う日を町が制定する

ことが望ましいと考えますが、その点、いかがでご

ざいましょうか。 

 ２点目の超高速ブロードバンド通信網整備のさら

なる活用についてお伺いいたします。 

 平成２６年度の今年度、予算化をされておりま

す、いわゆる上富良野町の郡部エリアの超高速ブ

ロードバンド無線事業の整備に当たりまして、昨年

伝搬調査を終えまして、光ファイバー等によります

工事の事業者のサービスは行われないエリアのカ

バーといたしまして、町独自の政策で無線による

サービスの提供を行うことを一般財源が用いること

が予定をされております。 

 この事業につきましては、その事業費も非常に多

額で大きく、費用対効果をより明確にするためにも

次の２点について、今後の活用について町長にお伺

いいたします。 

 一つ目といたしまして、現在、各通信会社におき

まして携帯電話等の電波帯を利用した無線Ｗｉ－Ｆ

ｉによるブロードバンドの接続サービスが非常に日

進月歩、物すごいスピードで進んでいるところでご

ざいますが、それらの通信速度と比較について検討

を行っていたのか、また建設予定の無線ＬＡＮの整

備は、さらにそれらの無線の速度が高速化した体制

に移行した際に既存の設備の更新ができるのか、ま

たそれらが交換する際に関してそれらにかかるコス

トなどはどのように算出しているのかをお伺いいた

します。 

 ２点目といたしまして、このように無線ＬＡＮの

設備があるということで、町全体をカバーするので

あれば、あわせてＷｉ－Ｆｉのフリースポットとい

うようなことで、主に町内の観光エリアをそのフ

リースポットとして配置をして、観光客などの利便

性、観光客のみならずそこを歩く町民についても利

便性を図ることがよいと考えますが、そのような方

策をとることを考えているかお伺いをいたします。 

 ３点目でございます。庁舎内におけるペーパーレ
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ス化のためのタブレット端末の導入についてお伺い

いたします。 

 超情報化時代におきまして、職員間の情報の共有

と資料のペーパーレス化に向けてタブレット端末の

導入をしてはいかがでございましょうか。 

 現在、他の自治体におきましてはビューアに無料

のアプリ SideBooks というところに採用いたしまし

て、SideBooks 専用のクラウドサーバーを文書共有

サービス、いわゆるクラウド本棚というところとレ

ンタル契約を行いまして、各種会議等の資料をサー

バーにアップしておきまして、これを職員間が共有

して閲覧できるような取り組みがなされているとい

う事例もございます。 

 本町におきましても、いきなりここまでの取り組

みを一気に行うことは財政的にも難しいといたしま

しても、迅速な情報のやりとりはもとより、ペー

パーレス化による経費の削減、さらには職員等の総

合情報交換のスピーディーさなど、メリットは非常

に高いものと考えますが、これらについて導入の予

定があるのかをお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの町内一斉クリーンキャンペーン

の日制定に関する御質問にお答えさせていただきま

す。 

 環境美化を目的としました地域におけるごみ拾い

ボランティア活動は､年々その気運の高まりを見せ

ておりまして、現在では年間１４団体、ごみの量に

いたしまして２,６００キログラムにも及ぶものと

なっております。 

 このように町が主体となるのではなくて、それぞ

れの自主的な環境美化活動がまさに協働のまちづく

りが理解されてきたあらわれと感じております。 

 みずからの意志と判断で行われている活動を尊重

することこそ大切にすべきものと思われますので、

今後もさまざまな自主的な活動に対する側面的な支

援に取り組み、一層の協働のまちづくりを推進して

まいりたいと考えております。 

 とりわけ、清掃活動につきましては、あらかじめ

時期を定めました仕組みはなじみにくいものと思わ

れますことから、その制度化は難しいと判断してお

りますことを御理解賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの超高速ブロードバンド通信網整

備に関する２点の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の携帯電話サービスとの通信速度との

比較についてでありますが、各携帯会社におきまし

て提供されておりますサービスの通信速度の詳細に

つきましては、広く宣伝等が行われておりますこと

から、省略をさせていただきますが､現在、町が進

めております整備事業で使用する無線装置の通信速

度につきましては、通信規格上の最大値といたしま

して役場基地から中継局間につきましては、送受信

時２００メガビット、中継局及び各戸宅間につきま

しては、送受信時５４メガビットの機器を設置する

計画であります。 

 なお、実際の通信速度は民間通信会社において、

それぞれ注釈として表示されておりますが、町で整

備するネットワーク網に関しましても、通信環境や

ネットワークの混雑状況に応じて変化いたしますの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 また、新たな通信規格等への移行が必要となった

場合、または無線機器の経年劣化によります更新等

への対応についてでありますが、その対応内容にも

よりますが、ソフトウェア的な対応で済む場合は、

特段、費用の発生は生じないと考えておりますが、

ハードウェア的な対応が必要となりますと、基地局

及び各中継局に設置しました無線装置のみ交換する

ことで対応することが可能でありまして、その際は

中継局に設置します無線装置本体、アンテナの費用

及びその交換作業費費用が必要になると想定してい

るところであります。 

 次に、２点目の整備したネットワーク網の活用に

よりますＷｉ－Ｆｉのフリースポットの設置につい

てでありますが、今回、整備を予定しております

ネットワーク網整備につきましては、単にインター

ネットを利用されている方々への環境改善のみでな

く、今後、予定をしております防災行政無線の更

新、これにつきましてはデジタル化の対応、あるい

は個別受信機の更新、さらには屋外放送塔設置のエ

リアの拡大など、これらの活用を初め、無線方式で

ありますので中継局から電波の届く範囲であれば自

宅以外の場所にも情報技術を利用した機器を設置す

ることができ、またインターネットや携帯電話しも

う通さない、地域ネットワーク、ローカルエリア

ネットワークとして地域の方々やグループでの利活

用についても比較的安価に実現することが可能とな

るよう設計を進めてきたところであります。 

 このことから農村部にお住まいの方々へのイン

ターネット接続サービスは、その利活用策の一つと

しており、議員から御意見のありました観光面から

のＷｉ－Ｆｉフリースポットの設置につきまして

も、特に外国人観光客の方々につきましては入国

後、自国の携帯電話サービスができなくなるため、

Ｗｉ－Ｆｉスポットサービスの利用意向が強いとい

う話も伺っているところでありますので、現在、民

間通信事業者により提供されているＷｉ－Ｆｉフ

リースポットの導入が難しい、公共性の高い観光ス
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ポットでの屋外Ｗｉ－Ｆｉサービスの提供などへ活

用することを検討しているところでありますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、３項目めの庁内におけるペーパーレス化の

ためのタブレット端末の導入に関する御質問にお答

えさせていただきたます。 

 職員間の情報の共有と資料のぺーパーレス化につ

きましては、一部、専門職員を除き、職員１人に対

し通常義務で使用するパソコンを配置しまして、事

務の効率化を図るとともに、職員間の情報共有と資

料のペーパーレス化を図っているところであり、そ

の対応が可能な分野につきましては、今後とも推進

してまいりたいと思います。 

 また、タブレット端末の導入につきましては、携

帯しやすいなどの利便性もあることから、現在、数

台を導入し、出前講座、あるいは観光プレゼンテー

ション及び訪問調査等での試行を行っているところ

であります。 

 日々の情報技術の進歩によりまして、さまざまな

情報機器や新たなサービスが提供されてきており、

行政事務を効率的に進める上から有効に活用できる

ものについては、その活用方法等を検証しながら、

導入についての検討をしてまいりたいと考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） それでは、１点目のクリー

ンキャンペーンの制定のことでちょっと質問させて

いただきますが、町長、世界環境デーというのは世

界にあるの御存じだと思うのですけれども、ちょっ

と前の１９７２年６月５日にスウェーデンのストッ

クホルムで開催されました国連人間環境会議という

日を記念して、まさに同年の１２月１５日、日本と

セネガルの共同提案により、その世界環境デーとい

うものを設置されまして、平成５年日本の環境基本

法に基づいて、これは事業者及び国民間に広く環境

の保全についての関心と理解を深めるとともに、積

極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高める

という目的のもと、６月５日が世界環境デー、日本

の中でもその環境の日ということで制定をされてい

る背景にまずあるということを共通認識にしていた

だきたいと思います。 

 それで、町長の答弁の中にも協働のまちづくりと

いうことで、これは自主的に活動するものだという

答弁もございましたが、もちろん義務化することと

か、やらないと罰則するよという、そういうことで

はなくて、この富良野地方は特にこの富良野、美英

広域観光圏におきましては、非常に観光客の入り込

みも多いですし、道内、また国内においても、非常

に美しい地域ということでございます。 

 これらをやはり町全体としてそこに訪れる観光客

の皆さんに対するおもてなしの一環としては、こう

いった事業というものを町が主導権をとってやるこ

とは非常に望ましいと思います。 

 清掃活動について、あらかじめ時期を定めた仕組

みというのはなじみにくいということでありました

が、実際、この大雪・富良野ルート、シーニックバ

イウェイさんが行っているものにつきましても、当

初は５月３０日は語呂合わせからごみゼロの日とい

うことで、５月３０日に行いましょうということで

始まったのですが、やはり実情に合わせますと連休

は忙しいので連休明けの日曜日、いろいろな団体の

人が集まって、ちょうど上富良野町の観光のシーズ

ンに入るときにやりましょうということで、この

間、１０年間、地道な活動を続けてきた結果としま

して、さきの町報にも書いてありましたが、いわゆ

る公共機関を除くと１５団体の方が参画をして行っ

ております。 

 私も当初から参加をさせていただいております

が、非常に効果が大きくて、ごみのいわゆる散乱と

いうものも著しく減っている状況にあります。 

 ですから、こういったものはぜひそれらの団体の

みがばらばらに行うのではなく、やはり町の姿勢と

して行うことがやはり望ましいのではないかなとい

うふうに考えます。 

 もちろん、大雪・富良野ルート以外の町内の例え

ばどこどこの住民会の女性部の方であったりとか、

また個人で毎朝、散歩をしながらごみ袋を片手に自

分の住む地域のごみを拾いながら早朝から散歩をさ

れている方など、本当に町の隅々にいたって自主的

に活動されている方というのを私も拝見をしている

し、耳に及んでいるところでございますが、ぜひこ

ういったものは町として取り組むのがやはりいいの

ではないかなと。 

 特に、子どもたちにはそういったもの、愛町精神

というか、町を愛する気持ちを高める、またそれら

地域住民のお年寄りの人と一緒に歩きながら昔話を

聞いたりですとか、非常にそういったものも幅広く

子どもたちの情操教育にもいいですし、また、それ

らを通じて健康の町の宣言に添ってやっていってい

ただければいいのかなというふうに考えています。 

 特段、これらを制定することによって大きな費用

がかかるわけでもなく、今現在、旭川開発さんのほ

うで手助けをしていただきまして、この事業を行っ

ているわけでございますが、それらに関してもます

ます大きくなることについては、全くやぶさかでは

ないですし、そういった取り組みについてもぜひ取

り組んでいただければ非常に嬉しいということも
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伺っています。 

 蛇足でありますが、ことしはちょうど大雪山の国

立公園制定８０周年の記念すべき年にもなりますの

で、ぜひこのときに取り組んでいくということが非

常にいいことでなのではないかなと思いますが、そ

の時期を制定することは難しいというところについ

て、どうしてなのかまた改めてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の町の環境美

化についての御質問にお答えさせていただきます。 

 いろいろ国際的にも、あるいは国内的にも環境を

みんなで守っていこうという気運を高める活動につ

いては、おっしゃるとおり非常に重要なことである

と、そういった中で上富良野町においても特に観光

を大きなファクターとする町にとりましては、特に

そういったことに気を配ることも重要であるという

ふうに私も思うところでございます。 

 さて、議員からお話がありましたような、そう

いった活動をある程度の特定の時期を定めての活動

にしてはということであろうと思いますが、私はこ

れまでそれぞれ各地域、各団体組織によってこの環

境美化について取り組んできた足跡を振り返ってみ

ますと、やはりそれぞれ思いを共有して、昨今、協

働のまちづくりというフレーズで申し上げておりま

すけれども、やはり従来はそれぞれ自分たちの住む

地域は自分たちできれいにしていこうというのは、

もう当然あった姿でございます。 

 そういう中で、私も私の住んでいる地域の実態も

見ております。既にもう６年も７年も前から取り組

みをしております。そういったことが全町に今、拡

大されていることに大変、うれしく思っておりま

す。 

 そういう中で、全ての実態を私、把握しているわ

けではございませんが、特にこの取り組み、シー

ニックバイウェイも歴史のある中でやっておられる

と思いますが、農村部の皆様方の一日の環境美化に

ついても早くから取り組みを行われております。 

 とりわけ、私、農村部に生活していることで、私

の身近な例を見る中で申し上げますと、非常に春先

の、特に春先に美化活動しようという気運が非常に

高くなった中でスタートしております。 

 そういう中で、猫の手もかりたいような、非常に

多忙を極める中であっても、その時期をやりくりし

て美化活動を子どもたちも、もちろん高齢者も子ど

もたちも含めて、地域総出で取り組みをして数年が

経過している状況を見ますと、やはりそれぞれの団

体、あるいはそれぞれの地域で自主的にその取り組

みをすることを判断して取り組んでいくことを我々

は側面から行政といたしましては支援していくこと

が望ましい、みんなで町をきれいにしていこうとい

うことでつながるものだということで理解しており

ますので、特定の日を定めてということについて

は、なかなかなじみづらいのではないかなというこ

とで考えているところを御理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 町長、絶対その日にしなけ

ればならないとか、例えば何月何日でないとだめだ

よとか言っている、そこまでがちがちの縛りのある

ものではないということも、まず御認識いただきた

いと思います。 

 恐らく農村エリアにおきましても、それから街中

のエリアにおきましても、やはり雪解けが終わりま

して、沿道も雪の山がなくなってくるとどうしても

冬の間にたまりましたほこり、またごみ等々も雪の

下にあったごみ等々が目立つということから、それ

ぞれが意識の中で皆様が自主的に取り組んでいると

いうのが実態であるということも非常に私も理解し

ています。 

 そこでなのですけれども、町長も私も同じ認識を

持っていると思うのです。やはり、ここは非常に観

光の恵まれたベースを持っている町を、それらの取

り組みにおいて一つ先進的なものは実は大分県、こ

こは県全体でクリーンデーというものをそれぞれの

自治体に落とし込んでやっている事業を県がリー

ダーシップをとって行っていると、もちろんあそこ

は別府市という日本最大の温泉街、観光客を有する

ところもありますが、それらの中である一定の期間

の中でそれぞれの自治体の中で活動をしてください

という通告というか、通達もあります。 

 また、近年、これは東京の表参道、そこが中心と

して非営利団体、ＮＰＯのグリーンバードという、

そういった団体も町をきれいにしよう、若者がごみ

を拾おうということの、そういった活動を全国的に

広げている現状にございます。 

 さらには、道内に目を向けますと札幌にはスポー

ツごみ拾い大会というものがあるのです。それも

ちょうど春先なのですが、これは参加費を取りま

す、そしてみんなでごみ拾いを競争させるという、

そういう非常におもしろい運動がありまして、実は

これ今月の６月６日このスポーツごみ拾い大会、十

勝管内の大樹町でも行われまして、非常にお年寄り

から子どもまでさまざまな年代の方が参加をして、

ごみを拾いながらその日一日ゆっくりと町を見直そ

うという事業を行っているところでございます。 

 親子で楽しくごみを拾うような事業、ガソリンと

いうか、エネルギー会社のキャンペーンでも過去に
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行われたことがあります。 

 また、現在ＪＴさんもいろいろな海岸線のいわゆ

るたばこのポイ捨てを問題視をされたということか

ら、そういった取り組みも行っております。 

 世界的な有名なものでは上富良野町でも講演をし

ていただきましたが、アルピニストの方もエベレス

トにごみ拾いに行きましょうというようなことで、

またきょう、お昼のニュースを見ますとこのＦＩＦ

Ａワールドカップブラジル大会において、日本のサ

ポーターが負けたのだけれども会場のごも拾いをし

たという、非常に世界的にも絶賛をされているとい

うニュースもきょう飛び込んできたところでござい

ます。 

 ですから、やはり上富良野町がそういったものを

音頭をとってやるということ、イメージアップ戦略

にもつながると思います。その辺はいかがお考えか

お聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の環境美化に

関します御質問にお答えさせていただきますが、私

の心、気持ちの中で整理しておりますけれども、お

かげさまで上富良野町の町民の皆さん方の意識を私

なりに推察いたしますと、既にこの町内のクリーン

美化につきましては、とりわけごみ拾い等につきま

してはもうかなりの年数の前からそれぞれが各自に

取り組みをされてきております。 

 既に上富良野町におきましては、そういった活動

に対する誘導、導入時期は、私は一定程度終えて、

次にこういった思いを育て、さらにはその思いを熱

くしていくというような状況に移行してきているの

かなということで、ですからこれまでの歩んできた

道のり、それぞれの進んできた実績というのはしっ

かりとやはり、私は大事にしてあげるべきだと、も

う町が誘導してそういう気運を高めることより、さ

らに一歩上を目指していくような状況をつくってあ

げることが大事ではないかなということでございま

す。 

 そして、何より、やはりそういった美化活動を通

じて拾ってきれいにすることより、そういった汚さ

ないことの気持ちを育んでいただければ、私は非常

にすばらしいものになるというふうに考えておりま

すので、今の皆さんそれぞれ取り組んでおられるそ

の気持ちは大事にしていくことを第一義にしていき

たいと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 多分、思いは町長と向いて

いる方向は同じなのだろうなというふうに思います

が、この大雪山国立公園８０周年記念ということ

で、ごみゼロキャンペーン、たまたま５月１１日に

行いましたシーニックバイウェイ北海道大雪・富良

野ルート２３７花倶楽部、これは正式名称になって

いますけれども、そこからこの３月に実は住民会ど

こかさまざまな団体さんに諸部会を通じて依頼をか

けてございました。 

 その甲斐あってといいましょうか、残念ながら浸

透がなかなかできなかったのかなという反省も踏ま

えていらっしゃるみたいなのですけれども、本年度

は自衛隊の隊友会の方だったか、曹友会、済みませ

んちょっとどちらか一団体、済みません新しく……

失礼いたしました、第２戦車ＯＢ会の方が新たに参

加をしていただきまして、この旭野地区からかみふ

らの牧場に関します道道のごみ拾いのお手伝いをし

ていただいたという経緯がございます。 

 このように、年々気運も高まってきているところ

でございますので、私は町長がおっしゃる個々の皆

さんの思いというものを高めるという、そのために

もやはり行政がインキュベーターになって、それら

思いを集約化して、さらに大きなものに育ていくに

は、やはりちょっとした気遣いと声かけというもの

を、いわゆる横からの支援というのではなくて、や

はり町長みずから旗を取っていただいて、町として

はこうなのだ、先ほど町長おっしゃっていただきま

した。ごみを拾うよりも捨てないことが大事なので

す、まさしくそうです、落書きは一つあると一斉に

に落書きがふえていくのです、落書きのない町にな

ると、そういった落書きもなくなると同じようにき

れいなところにごみを捨てなくなるという、その心

理をもっともっと高めて、うちの上富良野町はこん

ななすばらしい町なのだよというのをぜひこの観光

にも生かしていただきたいと思います。 

 平成２５年、２０１３年観光入り込みを見まして

も５月からうちの町は観光の入り込みがふえてござ

います。 

 しかし、残念ながらこの富良野美瑛の広域の観光

圏の中においては下から２番目の入り込みというふ

うになっておりますので、何かきらりと光るきら星

をつくるためにも、こういったものを町の特色にし

て、この日だけということではなくて、ある程度、

一定の期間の中で町としてはこういう動きがあるの

だよということをぜひ育ててあげていただきたいな

というふうに考えますが、この辺はいかがでござい

ましょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 とにかく改めて身構えて町を美化しよう、きれい

にしようということではなくて、自然体の中で常に
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町の中を、あるいは環境をよくしていこうというこ

とは、３６５日そういうような、もしそういう思い

になったときにすぐ行動に移す、取り組んでいただ

ける、そういうようなことに町はやはり議員からお

話がありましたように先頭に立って応援していくこ

とは、これはもうこれからもずっと変わらずそうあ

るべきだというふうに思います。 

 どういうようなことで、この町民の気持ちをさら

に高めていけるかということにつきましては、常に

課題としてこれからも位置づけてまいりたいと考え

ています。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ぜひ費用も大きくかからな

いです、本当に町のイメージアップやこのいろいろ

な教育にもすばらしいことだと思いますので、ぜひ

前向きな方向で検討していただきたいことをお願い

を申し上げます。 

 次、２点目のところでございますが、いわゆる携

帯各社の提供ということで省略をされたようでござ

いますが、私もその細かい数字をぐだぐだ言うつも

りはないのですが、この５月から、いわゆるＮＴＴ

ドコモの無線ＬＡＮを、いわゆるルーターという小

さいこういう無線をＮＴＴドコモの電波を受けて、

それをインターネットの回するものにするというも

ので、無線ＬＡＮで実はクロッシィエリア内におい

ては、いわゆる上りで５０メガビッツ、毎秒５０メ

ガバイト、それから下りでいうと１５０メガバイト

出るというものが既に販売がされているところでご

ざいます。 

 この上富良野町エリアにおきましてもクロッシィ

エリアはほぼ全町的に網羅されているのでございま

すが、このように非常にこういった機器というも

の、またそのスピードの上がっていくものというの

は、先ほど一番最初の質問にありましたように日進

月歩でどんどん、ややもすると１年前のものはもう

粗大ごみになってしまうような、そういった背景と

いうのもあるのですが、当然そのイニシャルコス

ト、その無線を中継するものだけではなくて、鉄塔

そのもののインフラにもかかると思うのですが、２

億１,７１０万円ということで、この建設コストが

予算化をされて、既に予算委員会通っているのでご

ざいますが、これらのイニシャルコストに対する費

用対効果というものが、その積算の段階でどのよう

な情報のやりとりの中で、これらの事業に進んだの

かということをちょっとお伺いをいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員のブロードバ

ンド事業の整備計画についての御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 議員お話のように、こういったハードの、あるい

はソフトも含めて通信環境、通信機器等の整備、あ

るいは技術革新はもう日進月歩していることは私も

体で日々感じるところでございます。 

 そういう中で、本町におきます市街地を除く地域

の情報環境、通信環境を整えていくということで、

今回、事業を進めるわけでございますけれども、議

員が御質問にありました他の方法、あるいはその技

術的なことで十分、私、理解しておりませんが、そ

の時点で町として皆さん方と協議し得るさまざまな

条件を勘案した中で構築した事業であるというふう

に理解しておりまして、その当時、委員会等でどう

いうようなそういう機械的な、あるいはソフト的な

ことで議論がなされてきたかは承知しておりません

けれども、いずれにいたしましても町が現在、対応

でき得る、その時点で対応でき得ると、最善の策だ

ということで構築したものと理解しておりますの

で、それからの日進月歩の部分については、私も

ちょっと理解しておりませんけれども、そのイン

ターネットの環境整備だけではなくて、先ほどお答

えさせていただきましたさまざまな利活用を想定し

ている中から最善の方法だと、手法だということで

選択したということで理解していることを御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 実は、せんだって、この超

高速ブロードバンドの誘致にかかわります委員会の

方、数名から質問を受けましてどういうふうになっ

ているのですかということの中からちょっと調べま

すということから、これらのいわゆる速度の話から

初期投資、それから更新にかかわりますランニング

の部分というのはどのように町は計算をされている

のかということで、今、今回質問させていただいて

いるのですが。 

 いわゆる町長の所信に当時は町長が掲げられてお

ります隅々まで光りの当たるまちづくりということ

で、いわゆるデジタルデマインド、情報格差ができ

ない、郡部エリアに住んでいようが、街中に住んで

いようが、それは同じサービスを受け入れられるた

めのインフラ整備を町がするのですよというその進

め方について、私はとやかく言うつもりはございま

せんが、結果として、この超高速ブロードバンドの

ことだけに特化してみますと、何もここまで過大な

投資をしなくて民間会社がやってくれてしまったの

だなという、ちょっと悔しさを持っている、嬉しい

ことは嬉しいのですけれども、もったいないなとい

うふうにちょっと感じるところもなきにしもあらず

なのです。 

 先ほどから質問していますように、機材がどんど
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ん新しくなっていま、また当然、ランニングコスト

というものも、これは町が見ていかなければならな

いというふうになると、この辺、費用対効果につい

てということはどのように検討されていたのか、お

伺いをいたしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ちょっと質問されている趣旨が私には理解が

ちょっと及ばない部分もございますが、町といたし

ましてはそのインターネットの環境整備だけではな

くて、双方向の情報共有、あるいは防災情報の提

供、そういった次の新しいそういう情報伝達の仕組

みを想定した中で､今回、選択させていただいた仕

組みでございますので、今、議員が御質問の中、イ

ンターネット環境につきましてはまた新たな手法も

あるという状況かと思いますが、それだけではない

ということで御理解をいただければと思います。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） では、町長といたしまして

は、この超高速ブロードバンド整備ということで今

回、２款総務費のほうで上がっているものについて

は、これはもうあくまでも、町全体の情報化のさま

ざまな他のものにも活用ができるもののためのイン

フラということの位置づけということで理解してよ

ろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えいたしますが、議員が今、御発言にいただきま

した部分も当然、含まれているということでござい

まして、ただ、費用対効果だけが判断の基準ではな

くて、町のそういうどこに住んでおられる方々も同

じような環境の中でそういう情報通信のサービスを

受けながら生活ができるような環境を整えることが

ある意味で費用対効果は十分にあるというふうな理

解を私はしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 結果論になってしまうの

で、仕方がないところも私も理解するのですが、今

となってはわざわざ町が初期投資を立てなくも、民

間のほうでそれらのインフラ整備というのはやって

くれたのだなというところが、これは仕方がないも

のなのかもしれません。 

 今、町長がおっしゃるように防災無線のデジタル

化を図るということは、これは非常に大事なことで

あり、これらは超高速ブロードバンドの整備という

のもは、どちらかというとそこに住んでいらっしゃ

る方全ての住民が等しく利用するということではな

く、防災のほうは大事だと思うのですが、本来であ

ればその防災のほうはもっと違うお金の出方があっ

たのではないかなと思いますが、町長この中では、

これらの超高速ブロードバンドの整備というものが

ひいては防災無線のデジタル化につながりますよと

いうことも申されているのですが、それはもしかし

てちょっと出口が違うのではないかなというふうに

考えますが、この点はいかがでございましょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子議員の御質問にお答え

させていただきますが、今回のこの事業の整備を行

うことによって、ブロードバンド整備のみならず、

その機能を多用途に活用して、さらにその付加価値

をその中から見出していけるということでございま

す。 

 単に超高速のブロードバンドの整備が、その中に

折り込んで整備をするという意味では私はないとい

うふうに理解しています。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） いずれにしましても２億

１,７１０万円という予算組がもうされまして、こ

れらの整備についてできておりますので、ぜひさま

ざまな活用方法というものを検討しながら、そして

まだでき上がっているわけではございませんので、

一番有利なそういった中継機器、また発信するもの

も含めてやっていただきたいと思いますし、できる

ことであれば、この近隣の町のほかの町のように無

線で飛ばすのではなく、本来であれば光ファイバー

の有線が郡部のほうにも行くような、そういった活

動をしていただきたいなというふうに考えておりま

す。 

 現状、やはり無線で飛ばすのと有線ではロスが違

いますので、そういったもので残念ながらうちの町

を離れていって、よその町に定住というか、移住を

される方も何名か聞いておりますので、ぜひこう

いったものを町の後押しもしながら、インフラの整

備についてはさらなる有利なものを進めていただき

たいと思いますが、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員の御質問にお

答えさせていただきますが、議員、ただいま御発言

していただきましたように、当初、無線方式でなく

て、光ファイバーを敷設して郡部も全て整備をした

いのは私の思いでございました。 

 しかし、多くの議会も含めて皆さん方が、それは

投資が大きすぎるということで理解をいただけな

かった結果が無線になったということで、最後にお

答えさせていただきます。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） そのことにつきましては、
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スタート当初の技術が変わっていれば、また違うや

り方もあったということも町長には御理解をいただ

きたいと思います。 

 それで、次のＷｉ－Ｆｉサービスのところについ

てでございますが、非常にすばらしいことだなとい

うふうに考えております。 

 当町、本当にこの上川といいますか、富良野圏域

の中でも特に外国人の観光客の宿泊入り込みが残念

ながら低い位置におりますが、このような当町の取

り組みによって少しでも、一人でも多くの観光客の

皆さん、また観光客のみならず地域住民がそれらＷ

ｉ－Ｆｉエリアのない、フリースポットのないとこ

ろに観光で行った際に、それらを利活用してさまざ

まな美しい自然等々を全国、また世界中に発信でき

るような、そういったエリアカバーを進めていただ

きたいというふうに思いますので、その点、もう一

度確認をお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 金子議員の御質問にＷｉ－

Ｆｉに関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 私も非常に特に外国からおいでいただきました観

光客の皆さん方、非常に情報が出にくいということ

で聞いております。 

 民間のベースで既にそうやってサービスをされて

いる実態も聞いておりまして、ただ、なかなか民間

の手が及ばない、公共で整備しなければなかなか

サービスの適用できないという実態も一方でござい

ますので、そういうところについてはやはりできる

だけの整備をして、サービス提供につなげていきた

いというふうに考えておりますので、またいろいろ

情報もお聞かせいただければ大変ありがたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ぜひ、ぜひぜひ進めていた

だきたいと思います。 

 ３点目のいわゆるタブレット端末の導入でござい

ますが、先ほど私が申しました SideBooks というと

ころは東京にある会社のところの無料アプリを行政

がレンタルをすることによって、そのクラウド方式

で情報というのは別のところで、それはいつでも取

り出せますよということで、上富良野町においても

既に数台タブレット端末を入れておりますが、これ

らも当然、庁舎内、また公共の施設内をＷｉ－Ｆｉ

化をすることによって当然、スピードアップにもつ

ながりますし、これらできれば私が思うに職員のみ

ならず、議会も一緒に共有をしていただきながら、

もう既に我々議員の中の皆さんもスマートフォンな

どを利用しながら情報をとったり、それら操作にも

今の若い職員のみならず、比較的管理職の御高齢の

方においても余り無理なく使えている状況もありま

す。 

 何より、一人一人の職員に与えられております端

末については固定式でございます。それらを例えば

持ってプレゼンを行うにしても、やはり自分たちの

もの、また情報というか資料も回覧、閲覧をすると

きにおきましても、それらがカラーであったり３Ｄ

というか立体的に見れたり、また多くの情報を小さ

い機材で見ることができますので、ぜひこれらの導

入について早期に実現できるような検討を図ってい

ただきたいと思いますが、いかがでございましょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ５番金子議員のタブレット

端末の導入についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 その便利さと申しましょうか、よさは私も横目で

見ながら多少感じているところでございますが、議

員お話ありましたようにプレゼンだとか、あるいは

閲覧だとか、そういったことではすばらしい、非常

にすばらしい機械だというふうに理解しておりま

す。 

 ただ、それをそういう部分で活用する部分につい

ては非常に結構なことだと思いますが、例えばこち

らとこちらに資料を置いて見比べり、そういうよう

な機能を求めようとすれば、これはちょっとなかな

かまだそういう状況ではないのかなということで、

我々アナログ世代ですから、どうしてもそういうと

ころに思いが行ってしまうわけですが、しかし、そ

れを活用することによって事務の効率化だとか、情

報伝達の早く、広くという、そういう便利な部分は

否定しませんので、活用できるところまで､現在執

行しておりますけれども、さらにそれが広く活用で

きるような部分については、それは大いに普及をさ

せていくように努力をしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、５番金

子益三君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時２４分 散会
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２６年第２回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（藤田敏明君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長、総務産建常任委員長及び厚生文

教常任委員長から、閉会中の継続調査として配付の

とおり申し出がございました。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ８番 谷     忠 君 

     ９番 岩 崎 治 男 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第１号専決

処分の承認を求めることについて（平成２６年度上

富良野町一般会計補正予算（第１号））を議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました、議案第１号専決処分の承認を求めることに

ついて（平成２６年度上富良野一般会計補正予算

（第１号））につきまして、専決処分した要旨を御

説明申し上げます。 

 本件は、北海道から受託している千望峠駐車公

園、道道美沢線駐車公園、十勝岳駐車施設の維持管

理及び樋門・樋管操作管理について、北海道労務単

価の改定に伴い、委託金が増額となったところであ

ります。また、これを受けまして、町が委託するそ

れぞれの管理業務については４月１日から業務が開

始されることから、委託料を改定後の北海道労務単

価で積算する必要があるため、４月１日付で専決処

分を行ったところであります。このことから、地方

自治法の規定により予算の内容を議会へ報告すると

ともに、御承認いただくため本議案を上程するもの

であります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議案

を朗読し、御説明申し上げます。 

 なお、議決項目の部分のみを説明し、予算の事項

別明細書につきましては省略させていただきますの

で御了承願います。 

 議案第１号専決処分の承認を求めることについ

て。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。 

 処分事項、平成２６年度上富良野町一般会計補正

予算（第１号）。 

 裏のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 平成２６年度上富良野町一般会計補正予算（第１

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

 平成２６年４月１日、上富良野町長向山富夫。 

 次のページをごらん願います。 

 平成２６年度上富良野町一般会計補正予算（第１

号）。 

 平成２６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３５万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ７０億８,６３５万８,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １５款道支出金３５万８,０００円。 

 歳入合計は、３５万８,０００円であります。 

 ２、歳出。 
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 ７款商工費３２万２,０００円。 

 ８款土木費３万６,０００円。 

 歳出合計は、３５万８,０００円であります。 

 以上で、議案第１号専決処分の承認を求めること

について（平成２６年度上富良野町一般会計補正予

算（第１号））の説明といたします。 

 御審議いただきまして、御承認くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 議案第２号平成

２６年度上富良野町一般会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました議案第２号平成２６年度上富良野町一般会計

補正予算（第２号）につきまして、提案の要旨を御

説明申し上げます。 

 １点目は、平成２５年度の各会計の決算確定に伴

います繰越金及び繰入金の補正であります。一般会

計において１億２,９１１万２,０００円の繰越額と

なったことから、当初予算の繰越金の計上額を差し

引いた６,９１１万２,０００円の増額補正をするも

のであります。また、国民健康保険特別会計など五

つの特別会計において、翌年度への繰り越し手続を

することに伴い、一般会計で繰り戻しを受けるた

め、繰入金の補正をするものであります。 

 ２点目は、近年の豪雨を要因とした農地及び土砂

流出により、用水施設の埋没や周辺農地の冠水被害

が常態化していることから、北海道地域づくり総合

交付金を活用し、排水路整備の実施に要する費用の

補正をするものであります。 

 ３点目は、２３年度から実施している農業基盤整

備事業について、今年度、国において本事業の取り

扱いが交付金事業から補助事業に制度改正されたと

ころです。事業実施に当たっては、より詳細な設

計、積算が求めることになり、これまでの実施して

きた事業と比較し、新たな受益者負担が発生するこ

ととなることから、負担が増嵩する部分の助成を実

施するため、所要の費用の補正をお願いするもので

あります。 

 ４点目は、保育所の入所者が確定したことに伴

い、保育料及び運営費の国、道負担金について所要

の補正をするものであります。 

 ５点目は、第２０号橋かけかえ工事について周辺

家屋の事業損失防止調査が必要となったこと及び橋

梁高が高くなったことにより、用地取得、用地補償

費が増加することに伴い、増額補正をお願いするも

のであります。また、第２１号橋かけかえ工事につ

いて、ボーリング調査により軟弱地盤が確認された

ことから、調査、解析が必要となったこと、及び、

橋梁高が高くなったことにより、用地取得、用地補

償費が増加することに伴い、増額補正をお願いする

ものであります。 

 ６点目は、社会保障・税番号制度の導入に向け

て、今年度より社会保障・税番号制度システム整備

を進める必要があることから、現行の総合行政シス

テムについて国のシステムとの連携のため、改修費

用の追加補正をお願いするものであります。 

 ７点目は、かみふらの十勝岳ヒルクライム及び全

国フットパスフォーラム事業について、開催にかか

る経費の一部を補助するため、所要の費用の補正を

お願いするものであります。 

 以上、申し上げました内容を主な要素といたしま

して、財源調整を図った上で、財源的に余剰となり

ます部分につきましては、今後の財政需要に備える

ため予備費に留保することで補正予算を調整したと

ころであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第２号平成２６年度上富良野町一般会計補正

予算（第２号）。 

 平成２６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億３３８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７１億８,９７４万５,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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 １ページをお開き願います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税５６万円。 

 １２款分担金及び負担金３３６万７,０００円。 

１４款国庫支出金１,５１３万３,０００円。 

 １５款道支出金６４３万７,０００円。 

 １７款寄附金２５万４,０００円。 

 １８款繰入金８５２万４,０００円。 

 １９款繰越金６,９１１万２,０００円。 

 歳入合計は、１億３３８万７,０００円でありま

す。 

 ２ページをごらん願います。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費２,４８３万３,０００円。 

 ３款民生費７１万３,０００円の減。 

 ４款衛生費２万９,０００円。 

 ６款農林業費８４０万５,０００円。 

 ７款商工費６７８万円。 

 ８款土木費２,３２０万７,０００円。 

 ９款教育費２７万円。 

 １２款予備費４,０５７万６,０００円。 

 歳出合計は、１億３３８万７,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第２号平成２６年度上富良野町一般

会計補正予算（第２号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。ございませんか。 

 ４番米沢義英君。 

○４番（米沢義英君） １１ページの一般管理費の

社会保障委託料という形で予算が計上されておりま

す。マイナンバー制度に移行するという形のシステ

ムの整備という形になっておりますが、よく言われ

るように、情報の漏えい、漏れるという形の中で、

非常に心配が、管理されますから漏れるということ

はないのですが、ただ、一般的には、いろいろな形

の中で情報が取られるだとか、悪質なウイルスに

よって、そういった形になっております。そういっ

た場合、最終的にどこが、その管理、あるいは最終

的な責任をとるという形になるのかお伺いしたいの

と、もう１点は、これが導入されることによって、

私たちの日常生活の上でどういうふうな情報管理が

されていくのかというのがよくわからない部分であ

りまして、そういったところはどのような形になっ

ていくのかお伺いしておきたいというふうに思いま

す。この点お伺いいたします。 

 それと、７ページの総務費の中で地域づくり総合

交付金という形で、道の補助金という形でなってお

ります。近年、地域の活性化事業、あるいは、これ

とあわせて、これはどういう内容のものに充当され

るのかお伺いしたいのと、それと地域づくり元気交

付金という形で新たに創設されたかというふうに思

いますが、いわゆる財政力の弱い部分に対してそれ

を一定部分カバーできるような制度だというふうに

聞いておりますが、町では従来、計画に乗っていな

ければ、当然そういった交付金の充当もできないと

いうような話でありますが、今後、そういった交付

金を活用してどういうものに事業計画が盛り込まれ

ようとしているのか、今後するのか、その点お伺い

しておきたいというふうに思います。 

 それともう１点は、防災対策のところでＪ-ＡＬ

ＥＲＴの保守点検委託という形になっております

が、もう一度、これはどういう内容のものかお伺い

したいのと、それと最近、防災無線、各個別の受信

機で、非常時に備えた緊急割り込みという形で、緊

急です、緊急ですというような放送がありました。

あれは、距離だとか周波数、電波というのは一定の

周波数で振り分けられるのですけれども、各個別受

信で、それがきちんと受け手側にどうだったのかと

いう、そういったところまで十分、聞き取れたのか

だとか、それとも過敏な音でなかったのかだとか、

そういったものというのは情報としていろいろと調

査もされていらっしゃるのか、その点ちょっとお伺

いしておきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ４番米沢議員の３点の

質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目のマイナンバー、社会保障・税番号

制度の最終責任はということでありますけれども、

これにつきましては、当然のことながら、その制度

を利用している国、自治体が、最終的にその管理

を、管理というか、その制度を運用し利用している

わけでありますので、その部分につきましては国並

びに自治体の責任において運用するものと考えてお

ります。 

 また、日常どのように管理されていくのかという

ことでありますけれども、その部分につきまして

は、町のほうでは、これからの作業となりますけれ

ども、それぞれ個人に、来年の２７年１０月以降、

個人番号等の通知作業等もされていくわけですが、

その番号通知につきましては、当然、個人につきま

しては自分の個人の番号でありますので、その秘密

というものは自分で守らなければならないと思いま
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すし、町のほうでも、その部分についての保護とい

うものは、当然していくものとなっているところで

あります。 

 次に、地域づくり交付金の関係でありますが、こ

れにつきましては、小規模土地改良事業の排水路整

備に要する経費に事業費の２分の１、この交付金が

充当されることになっておりまして、残りの２分の

１につきましては、受益となります土地改良区が負

担するという内容のものでございます。 

 次に、元気交付金についての充当事業等について

でありますが、昨年もありました地域づくり元気交

付金と同様に、地方の単独事業起債対象事業となる

事業に充当することができるよということで、せん

だって、内示、一次配分が来たところでありますの

で、今、その充当事業等について確定をした中で、

また議会のほうに御説明をし、御承認をいただく手

続の準備中でございます。 

 次に、最後の J-ＡＬＥＲＴに関する関係であり

ますが、これにつきましては、先般、試験放送をさ

せていただいたところでありまして、これにつきま

しては、町の基地局を通じまして、それぞれの個別

無線のほうに行くということで、音量につきまして

も、通常の放送につきましては音量を下げて放送を

しているところですが、緊急放送ということであり

ますので、その設定を超えて音を大きくして放送す

る仕組みになっております。その部分につきまし

て、個別受信機については、非常に音が高いという

ことでの、一、二件の住民からのお言葉もいただい

ておりまして、これにつきましては、こちらのほう

で制御することはできませんので、やはり緊急放送

ですので、聞こえなくては意味がありませんので、

そういう仕組みとなっております。また、屋外放送

についても、ハウリング等を起こして非常に聞きづ

らいという話も伺っております。それにつきまして

は、防災無線を導入した会社に、そういうような調

整等が可能なのかということで、今、問い合わせし

て、その部分での解消が図れるかどうかということ

も今確認中でありますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １３番長谷川徳行君。 

○１３番（長谷川徳行君） ちょっと質問が前後す

るかもしれませんけれども、この税番号制度につい

ての説明を、わかれば、していただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １３番長谷川議員の税

番号制度にかかわる質問でありますが、概要であり

ますが、税番号制度は、複数の機関に存在する個人

の情報につきまして、同一の情報であることの確認

を行うための基盤となりまして、社会保障、税制度

の効率性、透明性を高めまして、利便性の高い、ま

た公平、公正な社会を実現するためのインフラ整備

だということでは言われておりまして、効果的、効

果としてはどういうことがあるのかということにつ

きましては、まず、正確な所得把握が可能となって

社会保障や税の給付と負担の公平が図られる、また

２点目は、真に手を差し伸べるべき者を見つけるこ

とが可能になる、また、大災害時における真に手を

差し伸べるべき者に対する積極的な支援が活用でき

る、また、社会保障や税に係る各種行政事務の効率

化が図られる、また、IＴを活用することにより添

付書類の不要となるもの、それから国民の利便性が

向上されると、行政機関からの国民にプッシュ型の

行政サービスを行うことが可能になるということ

で、国のほうでは説明をいただいているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １３番長谷川徳行君。 

○１３番（長谷川徳行君） もしわかれば、個人的

なメリットというか、住民に対するメリットがあれ

ば、わかりやすく教えていただきたいと、私たちに

対して。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １３番長谷川議員の、

住民にとってのどういうメリットがあるのだという

ことで、今言ったことにも尽きると思うのですけれ

ども、各種手当等の、申請時に必要となる情報、例

えば例でありますけれども、住民票関係情報である

とか地方税の関係情報、それから障害者関係情報、

医療費給付関係情報、それから年金関係情報等が、

各書類添付書類等のそろえる場合に、容易にそろえ

ることができるということで、今でもよく言われて

いる縦割りだというように、情報不足がそれぞれの

所管にありまして、なかなかその部分の書類をそろ

えるというのにも手間がかかっているところについ

ても、この導入によりまして、その部分も解消さ

れ、やっぱり住民にとっても、申請について添付書

類の省略ができるであるとか、簡素な手続になると

かというようなことも想定されますので、そういう

面では、複雑な申請手続が少しでも和らいでいくの

ではないかなというふうに、私としては想定してい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １３番長谷川徳行君。 

○１３番（長谷川徳行君） そうすると、今まで住

基カードを発行されていましたよね、これとの整合



― 44 ― 

性というか、それはもう使えなくなるとか、そうい

うことになっていくのですか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） １３番長谷川議員の住

基カードにかかわる御質問でございますが、今現在

の住基カードについては２８年１月まで発行できる

仕組みとなっておりまして、新しい個人番号カード

につきましては、２８年の１月から発行されること

となっております。住基カードにつきましては、も

ともと１０年間の有効期限がございますので、取得

から１０年間有効でありますので、例えばことし取

りましたよと、今、平成２６年６月に取りましたと

いったら３６年の６月まで有効になりますので、あ

わせて個人カードもありますけれども、両方とも有

効に使えるということでありまして、あくまでも今

発行した期限の切れるまでは有効に使えるというこ

とになっております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ７番中村有秀君。 

○７番（中村有秀君） 何点かお聞きしたいと思い

ます。 

 まず、８ページの関係で、民生費負担金、児童福

祉費負担金の、それぞれの保育所等の入所負担金の

関係についてお尋ねをしたいと思います。 

 まず、例年６月に、補正ということで毎年出てお

ります。したがって、中央保育所の場合、２４年６

月は４１６万円の減額補正、２５年は４３０万３,

０００円の増額補正、今回は１１５万２,０００円

の減額と、三つの保育所もそういうようなことに

なっております。したがって、この入所決定に至る

保護者への面接等も含めて、それから、当然、保護

者の所得等の関係もあると思いますけれども、それ

はどのような形で進められているのかというのが１

点。 

 それからもう一つは、予算特別委員会での資料ナ

ンバー１５で保育所の運営費ということになってお

ります。したがって、２６年度の予算は中央保育所

の場合、定員８０名で、予算は、延べ９６０人とい

うことは掛ける１２だろうと思うので、その定員に

対する形が、西の場合は４５人掛ける１２で５４０

ということで、それぞれ定数掛ける人数が２６年度

の延べ児童数になっています。したがって、今回補

正された関係で、保育園の入所状況、中央は、今、

８０人ところ何人、西は４５人のところ何人、わか

ばは６０人ところ何名かということでお尋ねをした

いと思います。 

 それから、２点目は１６ページです。老人福祉費

の中の老人福祉施設措置費ということで、９６万

円、一般財源から出されております。しかし、これ

は措置解除にある対象者皆減と、全部がなくなった

ということで、当初９６万円の予算が、９６万円全

額減額補正になったということで、措置解除との関

係がどういう内容なのかということでお尋ねをした

いと思います。 

 それから３点は、同じ１６ページで委託児童措置

費の関係です。それぞれ減額と増額となっておりま

す。それで、予算特別委員会の資料のナンバー１５

で、２５年度の運営の単価ということで、４月から

９月、１０月から３月、それから、それぞれ二つの

西保育、わかば愛育園になっています。中央も含め

て、この乳児、１歳、２歳児、３歳児、４歳児以上

というような運営単価が、２６年度はどのような形

になって変わってきているのかということでお尋ね

をしたいということです。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ７番中村議員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず、保育所の負担金と、あと、後半ありました

措置費の関係、関連しておりますので、あわせて御

説明をさせていただきたいというふうに思いますけ

れども、まず、当初の予算につきましては、それぞ

れの保育所の定員がございますので、定員をもとに

一定程度の単価を設定して掛けさせていただきまし

た。そのときに、例えば、３歳のお子様が、こと

し、去年、中央保育所に入っておりました。次の年

もまた中央保育所に、多分、入所が見込まれるだろ

うという方で、卒園をされるお子さん以外について

は、おおむね、その方は多分引き続き既存の保育所

を利用されるだろうということを想定して、それ以

外の部分については、残り、例えばそういう方が、

中央保育所であれば定員８０人ですから、６０人

あったとすれば、残りの２０人を、一定程度、４階

層程度の平均的なところを試算して、定員に対して

の予算組みを当初予算をさせていただきました。そ

れは措置費のほうの歳出の部分も同様でございま

す。そのようなことで、４月１日現在において、入

所自体が、中央保育所にあっては４月１日で確定さ

れた方が７７名、わかば愛育園が定員６０名に対し

まして５０名、西保育園が４５名に対して５４名と

いうことで、例年、年末から入所の申し込み等をお

受けいたしますけれども、今年度についても、ここ

数年そうですけれども、基本的に、親御さんたちの

御希望なされる保育園に入所を決定することができ

たというような状況にございます。 

 措置費の年齢、それから所得階層ごとの単価につ

いて、ちょっと、私、今、詳しい資料を持ち合わせ
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ておりませんので、必要があれば、後ほどお答えさ

せていただきたいと思いますけれども、必要であれ

ば、そのようなことで対応させていただきたいと思

います。 

 それと、あと、老人福祉施設の予算を皆減させて

いただいた内容でございますけれども、これにつき

ましては、老人福祉法及び同法に基づきます町の措

置要綱に基づきまして、町長において措置入所され

た方が１名おりましたけれども、そのようなことで

今年度も予算計上させておりましたが、３月３１日

をもって措置解除となり、４月１日からは契約入所

に移行することができましたので、今回、予算を皆

減させていただいたという内容になってございま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番中村有秀君。 

○７番（中村有秀君） 私が一番最初に言った質問

は、４月の段階以前に入所に至る経緯で書類等の確

認や保護者との関係との打ち合わせ等があって、最

終的に入所決定されるので、それらの経過がどうい

うようなことになっているのかということで一つは

確認したかったのです。毎年毎年こんな形で補正が

出てくる、ある面でやむを得ない面もあるかもしれ

ないけれども、そういう点で、もうちょっと、入所

の確定が面接、書類審査等も含めて、どういう経過

で時系的にどうなのかということが確認したかった

ので、まずそれを答弁いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） 申しわけございま

せん。私のほうの説明が足りなかったと思いますけ

れども、例年、年末、大体１１月、１２月ぐらいか

ら保育所の入所の申し込み等が親御さんのほうから

出されてきます。多くが、予算審議等の確定といい

ますか、ちょうどもう予算等がまとまった以降に入

所が多くなってくるのが現実であります。そのよう

なことから、財政当局とも調整をさせていただきま

して、例年４月１日に入所が確定するものを、６月

に、一回、現状に合わせた形で予算を見直しましょ

うと、これ以降も、当然、途中の入所等が出てきま

すので、必要に応じては、９月、１２月ということ

で補正をさせていただくことが出てきますけれど

も、時間的な都合上、予算確定時期に一定程度見込

めるような状況にないことから、定員数で一定程度

の見込みの当初予算を立てさせていただいて、毎年

６月に１月１日付の確定の状況を一度整理をするよ

うな形で予算を整理すべきだということで、財政当

局とも調整をさせていただいて、毎年６月に補正を

させていただいているということでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ７番中村有秀君。 

○７番（中村有秀君） 経過についてはわかりまし

た。ただ、２４年６月の補正から２５年６月の補正

を見ますと、例えば２４年６月の補正の場合、２９

７万５,０００円が減額補正している。それから、

２５年６月は４５４万円今度は増額補正をするので

すね。今回の２６年度を見ると、３８万３,０００

円の減額補正ですから、非常に幅が狭まっているか

ら、ある面で、僕は予算計上する段階で、的確な形

でできるだけやっているなという判断をしたものだ

から、この３年の経過を見ると、そういう感じがい

たしますので、どういう形になっているかというこ

とで質問をしたかったところでございます。 

 補正された時点での保育所の入所の関係について

は、こういう経過ということでわかりました。 

 それから、保育園の運営単価の関係です。月額で

すね、これは、ことしの予算特別委員会の資料ナン

バー１５の中では、２５年度の運営費単価というこ

とで、それぞれ西、わかばと、４月から９月、１０

月から３月まで出ているので、できれば中央の保育

所の関係も入れて、できれば資料として後ほど提出

をしていただきたいと思います。 

 それから、次に老人福祉費の関係ですけれども、

条件が変わったということで、私は９６万円がなぜ

皆減になったかということで、今、課長の答弁で事

情等がわかりました。そういうことで理解をいたし

ました。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番今村辰義君。 

○１１番（今村辰義君） ２２ページ、観光客の誘

致事業でフットパスとヒルクライム、非常にこれは

いいことだと思うのですけれども、これ、当初予算

でなぜ組んでいないのかということと、こういう補

助を出すのは何か基準があるかどうか、今後の参考

のためにもお聞きしたい。例えば協会だとか、連盟

に入っているとか、いろいろな基準があるのか、あ

るいは何か立ち上げれば、今後もそういったものに

補助金は出してもらえるのか、そういったことは町

民は非常に関心あると思うのですよね。基準があれ

ば教えていただきたいと。 

 このヒルクライムのほうですけれども、今回初め

てやるのですけれども、町は、後援だとか共催とか

やっていないとお聞きしていますけれども、なぜ

やっていないのかなと。あるいは、２回目以降です

ね、何回もやると言っていますので、共催とか後援

とか、今後、要望等があれば、やっていく気持ちが

あるのかどうか、あわせてお聞きしたいと思いま

す。 
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○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ただいま、１１番今

村議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の、なぜ当初予算で組まれていな

かったという点につきましては、予算なり事業内容

の全体の内容が、まだ把握し切れていなかったと、

ただ、３月の一連の、たしか全員協議会か何かで

だったとは思うのですけれども、必要に応じて、平

成２６年度の補正で必要な場合は対応するというこ

とでお答えをさせていただいておりまして、今、事

業の全容がある程度把握できるようになりましたの

で、今回、補正で計上させていただいているという

ことで御理解をいただきたいと思います。 

 あと２点目でございますが、今回、全国レベルの

大会と、今後、かなり、町の地元の地域イベントと

して継続して行われるヒルクライムということで、

一応、補助の内容といいますか、要綱を定めまし

て、町のＰＲ、地元のＰＲにつながるもの、また、

今回の場合についてですけれども、コースの整備に

必要なもの、安全確保に必要なものという限定をい

たしまして補助をするという内容になっておりまし

て、こちらについては、フットパスのほうもヒルク

ライムのほうも同様の基準の中で進めております。

また、他に、これからそういうイベントが出てきた

場合については、おのおの判断をさせていただい

て、地域に対する、地域振興に対する貢献でありま

すとか、そういうもろもろの事情を勘案させていた

だく中で対応をさせていただきたいと思います。 

 ３点目の、町のほうでヒルクライムに共催しな

い、後援しないというところなのですけれども、町

が、町長が大会実行委員会の委員長、会長というこ

とで、協賛とか後援ではなくて、かなり主導的な立

場としてかかわわっているということで御理解をい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） ２６ページ。これ多世代交

流センターの管理費、これは清富の壁の修理かと思

いますけれども、どういった直し方をするのでしょ

うか。門柱というのですか、あれもかなり、入り口

のところですね、傷んでおりますけれども、２７万

円ということですので、どういった直し方を考えて

らっしゃるのか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ３番村上議員の清

富多世代の修繕でございます。これにつきまして

は、屋上部分の窓枠の下に亀裂が入りまして、それ

がだんだん亀裂が大きくなって落ちそうだというこ

とで、今回補正をさせていただいて修繕をするもの

でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） 門柱の、そういったところ

は考えていらっしゃらないのですか。一緒にちょっ

とやられたらどうかと思うのですけれども。 

○議長（西村昭教君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 村上議員にお答え

します。門柱の部分ですが、もう既に閉校というこ

とで、あのままで維持管理をさせていただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１号を採決いたま

す。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第３号平成

２６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ただいま上程いた

だきました議案第３号平成２６年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、平成２５年度の決算

に伴う繰越額の確定及び国保情報データベースシス

テム更新に伴う調整交付金の増額を計上し、所要の

補正をするものであります。 

 次に、歳出につきましては、国保情報データベー

スシステムの更新、また、平成２５年度の一般会計

繰出金の額確定及び高齢者医療制度円滑運営事業補

助金の精算額の確定に伴い、所要の補正をするもの

であります。なお、収支不足額につきましては、予

備費から必要額を充用することで補正予算額を調整

したところであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 
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 議案第３号平成２６年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１３億６,３６１万９,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金１０１万６,０００円。 

 ９款繰越金８８万４,０００円。 

 歳入合計は、１９０万円の増であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１０１万６,０００円。 

 １０款諸支出金１９４万８,０００円。 

 １１款予備費１０６万４,０００円の減。 

 歳出合計は、１９０万円の増であります。 

 以上で、議案第３号平成２６年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明といた

します。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第３号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第４号平成

２６年度上富良野後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成２６年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、歳入につきましては、平成２５年度会計の

決算により平成２６年度会計への繰越額が３５万

６,０００円と確定したことから、当初予算の繰越

金１,０００円に３５万５,０００円を増額計上し、

所要の補正をするものであります。 

 次に、歳出につきましては、平成２５年度の保険

料及び一般会計繰入金の精算に伴い、広域連合納付

金及び一般会計繰出金の金額が確定したことによ

り、所要の補正をするものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書に

つきましては省略させていただきますので、御了承

願います。 

 議案第４号平成２６年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３５万５,０００円を追加し、歳入歳出予算総額を

歳入歳出それぞれ１億３,４０３万７,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金３５万５,０００円。 

 歳入合計は、同額の３５万５,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１９万４,０００円。 

 ３款諸支出金１６万１,０００円。 

 歳出合計は、３５万５,０００円であります。 

 以上で、議案第４号平成２６年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の
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説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第４号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第５号平成

２６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（石田昭彦君） ただいま上程いた

だきました議案第５号平成２６年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入におきましては、本会計の平成２５年度分の

決算確定によりまして繰越額が確定したことから、

既決予算に１,５５５万４,０００円を追加しようと

するものであります。 

 歳出におきましては、平成２５年度に町の一般会

計から繰り入れを受けた保険給付費等の町の負担分

の確定した３９１万７,０００円を一般会計に繰り

出すとともに、今後の本会計の安定対応に資するた

め予備費に１,１６３万７,０００円を計上しようと

するものであります。 

 以下、議案を朗読し説明といたします。 

 議案第５号平成２６年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,５５５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８億５,０１９万２,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 議決項目であります款ごとの補正額のみ申し上げ

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金１,５５５万４,０００円。 

 歳入合計、１,５５５万４,０００円です。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金３９１万７,０００円。 

 ７款予備費１,１６３万７,０００円。 

 歳出合計、１,５５５万４,０００円です。 

 ２ページ目以降の事項別明細書につきましては、

既に御高覧いただいておりますことで説明を省略さ

せていただきます。 

 以上、議案第５号平成２６年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第１号）の説明といたしま

す。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第５号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第６号平成

２６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました、議案第６号平成２６年度上富良野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）の補正の要

旨について御説明申し上げます。 

 内容は、平成２５年度会計決算に伴う収支の精算

余剰を平成２６年度会計に繰り越し、同額を一般会

計へ繰り出すものです。 

 内訳につきましては、歳入では、水道使用料の増

額を主要因とする収入合計５３万３,０００円の増

額と、歳出の電気料、修繕費、料金収入等委託料な

ど執行残３３万２,０００円の差額である８６万５,

０００円を繰り越すもので、既存予算の１,０００

円に８６万４,０００円を追加するものとなってお
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ります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第６号平成２６年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８６万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ６,９３３万３,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金８６万４,０００円。 

 歳入合計、８６万４,０００円。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金８６万４,０００円。 

 歳出合計、８６万４,０００円。 

 ２ページ以降の事項別明細は、御高覧いただいて

おりますので、説明を省略させていただきます。 

 以上、議決項目のみを御説明申し上げました。御

審議いただきまして議決賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第６号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第７号平成

２６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました、議案第７号平成２６年度上富良野町公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の補正の

要旨について御説明申し上げます。 

 内容は、平成２５年度会計決算に伴う会計余剰を

平成２６年度会計に繰り越し、同額を一般会計へ繰

り出すものです。 

 内訳につきましては、歳入の下水道使用料を主要

因とする収入合計６６万４,０００円の増額と、歳

出では、職員給与や施設管理修繕費及び工事請負費

等などの執行残９７万９,０００円の差額である１

６４万３,０００円を繰り越すもので、既存予算の

１,０００円に１６４万２,０００円を追加するもの

となっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成２６年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１６４万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４億９,８６２万６,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金１６４万２,０００円。 

 歳入合計、１６４万２,０００円。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金１６４万２,０００円。 

 歳出合計、１６４万２,０００円。 

 ２ページ以降の事項別明細は、御高覧いただいて

おりますので、説明を省略させていただきます。 

 以上、議決項目のみを御説明申し上げました。御

審議いただきまして議決賜りますよう、よろしくお

願いします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 
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 討論を省略し、これより議案第７号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第８号平成

２６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第８号平成２６年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 １点目は、平成２５年度のラベンダーハイツ事業

特別会計の決算におきまして、繰越金が１,５４２

万９,０００円と確定いたしましたことから、当初

予算に計上している１,４６０万６,０００円との差

額８２万３,０００円を繰越金に補正するものでご

ざいます。 

 ２点目は、自動車重量税の改正に伴い、２,００

０円を補正するものであります。 

 ３点目は、残高の８２万１,０００円を予備費に

計上いたしまして、ラベンダーハイツ事業における

利用者のサービス利用状況等に対処し、今後の施設

運営に支障が生じないよう不測の事態に備えようと

するものでございます。なお、今後におきまして、

事業の収支状況を見きわめながら、基金への積み立

て等も検討してまいりたいと考えております。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号平成２６年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成２６年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８２万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２億９,９５８万９,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰越金８２万３,０００円。 

 歳入補正額の合計は、同額の８２万３,０００円

でございます。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費２,０００円。 

 ５款予備費８２万１,０００円。 

 歳出補正額の合計は、８２万３,０００円でござ

います。 

 これをもちまして、議案第８号平成２６年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

１号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして議決くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第８号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町特定防衛施設周辺整備

調整交付金事業基金条例につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業により、整

備を実施する事業について複数年にわたり継続事業

を実施しようとする場合は、当該事業に要する経費

を支弁するため、必要な額の基金を設けることとさ

れているところであります。 

 このたび、平成２６年度において特定防衛施設周

辺整備調整交付金事業で整備予定しております道路
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管理用重機について、納品まで２年以上を要する事

業であることから、本基金条例を制定しようとする

ものであります。 

 以下、議案を朗読し御説明申し上げます。 

 議案第９号上富良野町特定防衛施設周辺整備調整

交付金事業基金条例。 

 （設置）。 

 第１条、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関す

る法律（昭和４９年法律第１０１号）第９条第２項

に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源

として、上富良野町特定防衛施設周辺整備調整交付

金事業基金（以下、「基金」という。）を設置す

る。 

 （積立）。 

 第２条、基金として積み立てる額は、一般会計の

歳入歳出予算で定める額とする。 

 （管理）。 

 第３条、基金に属する現金は、金融機関への預金

その他最も確実かつ有利な方法により管理しなけれ

ばならない。 

 ２、基金に属する現金は、必要に応じ最も確実か

つ有利な有価証券にかえることができる。 

 （運用益金の処理）。 

 第４条、基金の運用から生ずる収益は、一般会計

歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するもの

とする。 

 （繰りかえ運用）。 

 第５条、町長は、財政上必要があると認めるとき

は、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用

し、または一般会計の歳入歳出予算に定めるところ

により歳入に繰り入れて運用することができる。 

 （処分）。 

 第６条、町長は、防衛施設周辺の生活環境の整備

等に関する法律施行令（昭和４９年政令第２２８

号）第１４条第１項各号に掲げる公共用の施設の整

備または同条第２項各号に掲げる事業であって、か

つ、規則で定めるものに要する経費に充てる場合に

限り、その全部または一部を処分することができ

る。 

 （基金に属する現金の保全）。 

 第７条、町長は、第３条第１項の規定により基金

に属する現金を預金として保管している場合におい

て、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故

が発生したときは、予算の定めるところにより、当

該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債

務との相殺をすることができる。 

 （委任）。 

 第８条、この条例に定めるもののほか、基金の管

理に関し必要の事項は、規則で定める。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 以上で、議案第９号上富良野町特定防衛施設周辺

整備調整交付金事業基金条例の説明といたします。

御審議いただきまして議決くださいますよう、お願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ３番村上和子君。 

○３番（村上和子君） ３条の、金融機関への預金

その他最も確実かつ有利な方法により管理しなけれ

ばならないとあるわけですが、預金のほか最も有利

な方法とはどういう方法があるのでしょうか。お考

え浮かびますか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（北川和宏君） ３番村上議員の、基金

の積み立てに関する御質問でございますが、今、通

常につきましては、定期預金ということで運用して

おりまして、本基金につきましても同様の運用を予

定しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第９号を採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町税条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（林 敬永君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町税条例の一部を

改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 平成２６年度の税制改正法案が平成２６年３月３

１日交付され、平成２６年４月１日をもって町税条

例等の一部を改正する専決処分をしたところです

が、軽自動車税に係る小型特殊自動車の標準税率に
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ついては定めがなく、地方税法第４４４条第３項に

より、他の軽自動車の税率と均衡を失しないように

するということが定められていることから、上富良

野町税条例の一部を改正するものであります。 

 改正の内容につきましては、小型特殊自動車農耕

作業用のもの年額１,６００円を２,０００円に、そ

の他のものの年額４,７００円を５,９００円に引き

上げるものであります。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明とさせていた

だきます。 

 議案第１０号上富良野町税条例の一部を改正する

条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 第８２条第２号イ中、１,６００円を２,０００円

に、４,７００円を５,９００円に改める。 

 附則。 

 （施行期日）。 

 第１条、この条例は平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置）。 

 第２条、この条例による改正後の上富良野町税条

例第８２条の規定は、平成２７年度以降の年度分の

軽自動車税について適用し、平成２６年度分までの

軽自動車税については、なお、従前の例による。 

 これをもちまして、議案第１０号上富良野町税条

例の一部を改正する条例の説明とさせていただきま

す。 

 御審議いただきまして議決くださいますよう、お

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１１号

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更

についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました議案第１１号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更についてにつきまして、概要を

申し上げて説明にかえさせていただきますので御了

承願います。 

 このたび北海道町村議会議員公務災害補償等組合

において、上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給

食組合の脱退、道央廃棄物処理組合の加入に伴い、

地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道

町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更をする

ものであります。 

 以上で、議案第１１号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更についての説明といたしま

す。 

 御審議いただきまして議決くださいますよう、お

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１２号

北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました議案第１２号北海道市町村総合事務組合規約

の変更につきまして、概要申し上げて説明にかえさ

せていただきますので御了承願います。 

 このたび、北海道市町村総合事務組合において、

上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解

散、脱退、道央廃棄物処理組合が加入すること、ま

た、上川中部消防組合の解散により鷹栖町と上川町

の消防団の単独組織が設立されたことに伴う加入、

赤平市が新たに滝川地区広域消防事務組合の構成団

体に加入することに伴う脱退のため、地方自治法第

２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合事
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務組合規約の変更をするものであります。 

 以上で、議案第１２号北海道市町村総合事務組合

規約の変更についての説明といたします。御審議い

ただきまして議決くださいますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 発議案第１号

議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １１番今村辰義君。 

○１１番（今村辰義君） ただいま提案いただきま

した発議案第１号議員派遣につきまして、議案の朗

読をもって説明にかえさせていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を次のとおり、会議規則第１４条第２項

の規定により提出します。 

 平成２６年６月１７日提出。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員今村辰義、賛成者上

富良野町議会議員岡本康裕、同じく金子益三。 

 議員派遣について。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

会議規則第１２２条の規定により、議員を派遣す

る。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び

先進事例調査。 

 （１）目的、分権時代に対応した議会議員の資質

向上に資するため。 

 （２）派遣場所、札幌市。 

 （３）期間、平成２６年７月３日から７月４日、

２日間。 

 （４）派遣議員、全議員１４名。 

 ２、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修会

及び広報技術研修。 

 （１）目的、議会広報特別委員の資質向上に資す

るため。 

 （２）派遣場所、札幌市。 

 （３）期間、平成２６年８月２１から８月２２

日、２日間。 

 （４）派遣議員、議会広報特別委員６名。 

 以上、御審議賜りまして、お認めいただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 発議案第２号

消費税の増税に反対する意見についてを議題といた

します。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １２番岡本康裕君。 

○１２番（岡本康裕君） ただいま上程されました

発議案第２号消費税の増税に反対する意見につい

て、朗読をもって説明といたします。 

 発議案第２号消費税の増税に反対する意見につい

て。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２６年６月１７日提出。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員岡本康裕、賛成者同

じく金子益三。 

 裏面をごらんください。 

 消費税の増税に反対する意見書。 

 物価や原材料費の高騰が暮らしと営業を圧迫する

もとで、４月以降、消費税率が８％に対応できない

と、北海道内の一部のスーパーが閉店するなど、地

域経済に深刻な影響が広がっています。消費税率の

３％引き上げで８兆円を上回る大増税となり、道民

と町民の暮らしと営業にもたらす影響は耐えがたい

ものになってきています。 

 安倍政権は、１２月には１０％への増税を最終決
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断するとし、消費税の連続増税へ進もうとしていま

す。今回の消費税増税で、平均的なサラリーマン世

帯は年間１０万円もの負担増と言われています。国

民の所得は伸びず、社会保障の負担が重くなるもと

で、庶民の家計はますます立ち行かなくなります。

このまま１０％への増税が強行されれば、貧困と格

差に追い打ちをかけることは明らかです。多くの中

小企業も、倒産、廃業の危機にさらされることが懸

念されています。消費税を転嫁できず、身銭を切っ

て納税する苦境に追い込まれます。消費税増税は、

社会保障のためと言いながら、８％への増税分のう

ち、新たに社会保障に回るのは１割しかなく、社会

保障そのものの給付削減と負担増がめじろ押しで

す。消費税１０％は消費をますます冷え込ませ、景

気の悪化、道民、町民生活と地域経済を破壊するこ

とは必至です。 

 よって、政府においては、さらなる消費税増税を

行わないよう強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出します。 

 平成２６年６月１８日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長西村昭教。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣。 

 以上、御審議賜りまして御議決いただきますよ

う、お願いいたします。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより、発議案第２号を採決い

たします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 発議案第３号 

○議長（西村昭教君） 日程第１６ 発議案第３号

「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見につい

てを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ただいま上程いただきまし

た発議案第３号「手話言語法（仮称）」の制定を求

める意見について、内容の朗読をもって説明とさせ

ていただきます。 

 発議案第３号「手話言語法（仮称）」の制定を求

める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２６年６月１７日。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員金子益三、賛成者、

同じく岡本康裕。 

 裏面をごらんください。 

 「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書。 

 手話とは、日本語を音声ではなく、手指や体の動

き、表情を使う語彙や文法体系を持つ言語である。

音声が聞こえない、音声で話すことができないな

ど、聴覚障害者にとって、日常生活や社会生活を営

む上で、手話は大切な情報獲得とコミュニケーショ

ンの手段である。しかしながら、我が国で手話は日

本語の習得を妨げるものと誤解され、多くの学校で

手話を使うことが制限されてきた長い歴史があっ

た。 

 国連総会において平成１８年１２月に採択された

障害者権利条約の第２条に、言語とは音声言語及び

手話その他の形態の非音声言語を言うと定義され、

手話が言語に含まれることが明記された。 

 我が国は、平成１９年９月にこの条約に署名した

ものの、権利条約批准に当たり必要な国内法の整備

が必要なため、平成２３年７月、障害者基本法を改

正し、手話が言語であることと明確に位置づけた。

しかし、この規定だけでは、音声言語中心の社会か

ら聴覚障害者が暮らしやすい社会へと変革する推進

力としては不十分であり、権利条約で言語に関連し

て置かれているさまざまな規定に対応し、手話言語

に関する、手話を獲得する、手話で学ぶ、などの権

利を保障するためには、専門法である手話言語法の

制定が必要である。 

 よって、国においては、手話言語法（仮称）を制

定するよう強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長西村昭教。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、文部科学大臣、厚生労働大臣。 

 以上、原案お認めいただきますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた
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します。 

 討論を省略し、これより発議案第３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１７ 発議案第４号

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求

める意見についてを議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ただいま上程されました発

議案第４号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成

の拡充を求める意見について、内容の朗読をもって

説明にかえさせていただきます。 

 発議案第４号ウイルス性肝炎患者に対する医療費

助成の拡充を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２６年６月１７日。 

 上富良野町議会議長西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員金子益三、賛成者、

同じく岡本康裕。 

 裏面をごらんください。 

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を

求める意見書。 

 我が国において、ウイルス性肝炎、特にＢ型、Ｃ

型肝炎の患者が合計３５０万人以上とされるほど蔓

延しているのは、国の責めに帰する事由によるもの

であるということは、「肝炎対策基本法や特定フィ

ブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支

給に関する特別措置法」、「特定Ｂ型肝炎ウイルス

感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確

認されているところであり、国の法的責任は明確に

なっている。 

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現

在、肝炎治療特別促進事業として実施されている

が、対象となる医療がＢ型、Ｃ型肝炎ウイルスの減

少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェ

ロン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定

されているため、医療費助成の対象から外れている

患者が相当数に上る。特に、肝硬変、肝がん患者は

高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就

労不能の方も多く、生活に困難を来している。 

 また、現在は、肝硬変を中心とする肝疾患も身体

障害者福祉法上の障害者認定（障害者手帳）の対象

とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳

しいため、亡くなる直前でなければ認定されないと

いった実態が報告されているなど、現在の制度は肝

炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していない

との指摘がなされているところである。 

 他方、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支

給に関する特別措置法の制定時（平成２３年１２

月）には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対

する医療費助成を含む支援のあり方について検討を

進めること」、との付帯決議がなされた。しかし、

国においては肝硬変、肝がん患者に対する医療費助

成を含む生活支援について何ら新たな具体的措置を

講じていない。 

 肝硬変、肝がん患者は毎日１２０人以上の方が亡

くなっており、医療費助成を含む生活支援の実態は

一刻の猶予もないような課題である。 

 よって、本議会は下記事項を実現するよう強く要

望する。 

 記。 

 １、ウイルス性肝炎、肝がんにかかる医療助成制

度を創設すること。 

 ２、身体障害者福祉法上の肝機能障害者による身

体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応

じた認定制度にすること。 

 平成２６年６月１８日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長西村昭教。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、厚生労働大臣。 

 以上、御審議賜りまして原案お認めいただきます

よう、お願いを申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） これをもって、質疑を終了

いたします。 

 討論を省略し、これより発議案第４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（西村昭教君） 日程第１８ 閉会中の継続

調査申し出についてを議題といたします。 
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 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の申出書の事件について閉会中の継続調査の申

し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） これにて、平成２６年第２

回上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

午前１０時３７分 閉会 
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